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巻頭言 

非正規雇用と社会保障制度の存立基盤 
 

岡田 徹太郎 
香川大学経済学部准教授 

 

 資本主義社会の歴史の中では、“貧困”が幾度も“再発見”されることがある。少なくとも、

先進資本主義国は、戦後、「豊かな社会」を実現し、貧困を出来る限り少なくしてきたはずであ

る。ところが、もともと存在していたのに目に止まらなかったり、経済社会構造の変化のなかで

新たに生まれた“貧困”が耳目を集めて、“再び発見”されることがあるのである。 

 現代日本で大きな注目を浴びる、非正規雇用労働者を中心に広がる貧困は、まさにこうした、

「貧困の再発見」のひとつといえるであろう。そもそも、非正規雇用そのものは、かつてより、

農村からの出稼ぎ労働者による期間工（季節工・臨時工）や、主婦によるパートタイム労働が存

在したし、それと並んで、建設労働現場における日雇労働者のなかには、寄せ場に身を寄せ、貧

困にあえぎ苦しんできた者もいた。 

 しかしながら、バブル経済崩壊以降の非正規雇用と貧困の広がりには、これまでとは異なる特

徴的な側面がある。1984 年に 15.3%だった非正規雇用労働者の比率は、2008 年のピーク時には

34.6%にまで上昇した1。非正規雇用は、社会や家族の周辺部分から着実に中心部分に移行してき

た。こうして、フルタイムで働いても生活の維持が困難な、「ワーキングプア（働く貧困層）」が

「再発見」されるに至るのである。 

 自民党政権は、長きにわたって貧困層の存在を認めてこなかったが、2009 年 8 月の衆議院総

選挙によって政権交代を果たした民主党政権は、同年 10 月 20 日、日本の貧困率（相対的貧困率）

が 2006 年の統計で 15.7%（6.4 人に 1 人）に上ることを公認
．．

した。同時に発表された子供の貧困

率も 14.2%に上り、将来を担う子供の貧困と、貧困の世代間連鎖が懸念される事態となった。こ

れに加え、約 1 カ月遅れの 11 月 13 日に公表された統計では、一人親世帯の貧困率が 54.3%に上

り、OECD 加盟国中最悪の水準であることも明らかとなった。 

 こうした非正規雇用の拡大と貧困率の上昇は、日本社会の脆弱性を暴露させるものであった。

いわゆる“正社員”すなわち正規雇用労働者の終身雇用を前提とした日本的雇用慣行と、それを

前提として成り立つ社会保障制度は、いまやその存立基盤を突き崩されつつある。 

 2008 年夏のアメリカ金融危機に端を発する経済危機は実体経済に波及し、雇用の現場では、

非正規雇用労働者の解雇・雇い止めが広がった。実に、2008 年 10～12 月期から 2009 年 1～3 月

期にかけて、非正規雇用者数は 97 万人も減少するに至り、非正規雇用の不安定性を如実に物語

る結果となった2。 

                                                           
1 総務省「労働力調査」．http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm#hyo_9 ただし、1984 年と

2008 年では、調査方法、調査月などが相違することから厳密な比較はできない。ここでは、大まかな相違

をおさえておきたい。 
2 総務省「労働力調査」．http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm#hyo_9 他方、正規雇用者数
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 そして、このような経済危機の時にこそ、生活の上に降りかかるリスクを分散し、その力を発

揮すべき社会保障制度が揺らいでしまっていることが明らかとなる。 

 例えば、失業に際しては、雇用保険がセーフティー・ネットとなって、これを受け止めるはず

である。しかしながら、2009 年 3 月に公表された国際労働機関（ILO）の報告書によって、日本

では、完全失業者の 77%が失業手当でカバーされていないことが明らかにされた3。これは、日

本の雇用保険の加入要件及び失業給付の受給要件が、非正規雇用労働者の雇用形態と合わないた

めに、非正規雇用労働者がそもそも雇用保険に加入できていなかったり、加入していても失業し

た時に受給に至らなかったりした結果であるといわれている。そもそも失業のリスクの高い、非

正規雇用労働者を排除したことによって雇用保険が空洞化したのである。 

 雇用保険だけではない。空洞化は、社会保険全体に広がっている。そもそも、国民年金の空洞

化問題は 2000 年代初頭から言われてきたことだが、いまや労働者の非正規化が、雇用主負担の

忌避により、元来厚生年金に加入すべき被用者を国民年金（の第 1 号被保険者）に追いやって、

更なる空洞化を促している。今日明日の生活が手一杯の者にとって、年金保険料の支払い余地が

ないこと、したがって、そうした人びとが、老齢や障がいによって働けなくなった場合の備えの

ない状態で放置されていることが指摘されている。そして、健康保険制度でも同様に、被用者保

険から国民健康保険への流出・移転という事態が惹き起こされているのである。 

 それならば、社会保障制度の最後のセーフティー・ネットである生活保護はどうか。そこでは

福祉事務所窓口での追い返しを図る、いわゆる“水際作戦”と呼ばれる違法行為が横行し、多く

の非正規雇用労働者がワーキングプア状態におかれたままになっていることが指摘されている。 

 こうした社会保険の空洞化や、生活保護をも含めた社会保障制度全体の存立基盤の崩壊は、い

わば福祉国家としての社会連帯の希薄化を意味する。いまほど、セーフティー・ネットの再構築

と社会連帯の復権が求められる時代はないであろう。経済社会システムを再構築するのであれば、

それはおそらく、正規雇用労働者（＝正社員）を軸にした社会保険によってではなく、それとは

大きく異なる、より普遍的な社会保障制度として再設計されなければならないであろう。 

 

 香川大学経済学部・経済政策研究室の研究目的は、様々な経済諸条件の変化にさらされる経済

社会に対して、有効な経済政策を探し出すことである。より具体的には、労働者の非正規化を中

心とする雇用問題からさまざまな格差の問題、ワーキングプア問題、社会保障制度をめぐる諸問

題など、多方面から日本経済に関係する経済政策の新たな方向性を探っている。 

 

 このジャーナルは、香川大学経済学部・経済政策研究室に属する学生が、卒業論文として執筆

したものをまとめたものである。掲載した 4 本の論文の課題は、いずれも、経済社会の現状を実

                                                                                                                                                                          
は 4 万人減に留まった。 
3 毎日新聞 2009 年 3 月 25 日．原資料は、ILO (2009), “Financial and Economic Crisis: A Decent Work Response,” 
p.16.  http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/tackling.pdf ただし、この数値は、2006 年度のも

のであり、ILOのレポートでは、2009 年改正によって、期間の定めのある雇用労働者の加入・受給要件が

緩和されたことに注意を喚起している。 
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証的に把握し、新たな経済政策の方向性を導き出そうとするものである。 

 

このジャーナルに掲載された論文について紹介していこう。 

 

池端論文「ワーキングプア問題：不十分な雇用・失業対策と新たな解決策」は、“戦後最長の

景気拡大”という掛け声とは裏腹に、働いても生活が良くならない、生活ができないというワー

キングプア問題が浮かび上がってきていることに着目した。ワーキングプアに陥ってしまった

人々の実情の分析、実際行われている雇用・失業対策の分析を通じて、それらの諸制度がいかに

機能していないかを明らかにし、ワーキングプアから抜け出すために、既存の政策を有効利用す

る方法や、新たに検討されている政策・制度を考える。既存の政策や制度として、生活保護制度

の適正な運用や、最低賃金の引き上げ、労働組合の結成や参加を取り上げ、新たな政策・制度と

して、給付付き税額控除制度の導入について検証する。そして、一から雇用関係を見直し、社会

保障を充実させることにより、これ以上ワーキングプアに陥ってしまう人を出さないようにし、

ワーキングプアに陥ってしまっている人を救い出していかなければならないと結論づける。 

 

 平山論文「雇用形態による格差問題と新しい雇用システムの展望」は、まず日本型雇用慣行の

歴史を振り返り、正社員と非正規雇用者の間での格差（階層化）を生む要因がどこにあるのかを

明らかにする。それを踏まえた上で、政府や企業、個人においてどういった取組みが為されるべ

きかを考察していく。平山論文は、経済成長の鈍化や非正規雇用の恒常化といった方向に経済・

社会環境が変化した以上、新しい社会に応じた、ライフスタイルに応じて柔軟に働き方を変えら

れる多元的な雇用システムが必要とされるという。このような雇用システムを実現するには、労

働法制の整備や社会保障制度の改革にも並行して取り組む必要があり、政府・企業・個人が分担

して果たすべき役割を遂行することが求められる。多元的な雇用システムによる「階層化されな

い社会」の構築は日本社会に活力を与え、持続的な経済と社会の発展を促すことが大いに期待で

きるとする。 

 

 藤井論文「非正規労働者の増加に伴う課題と政策」は、日本の非正規労働者の増加の推移と背

景を考察していき、日本の非正規労働という働き方が、いかに不安定であり、社会的にも生きづ

らい状況であるかを明らかにしていく。これに加え、非正規労働に関して積極的な取り組みを行

い、雇用と社会保障を結びつけようとしている、スウェーデン、オランダ、デンマークなど欧州

諸国の政策と、フレキシシュリティ（flexicurity）という雇用政策をめぐる新しい理念を参考に、

日本における雇用保険や職業訓練のあり方などを見直し、非正規労働者が安心して働ける環境を

考えていく。そして、誰もが安心して働くことができ、自分の将来に希望が持てる、日本の雇用

システムのあり方を提示する。 

 

 三上論文「日本の公的年金制度の課題 ～スウェーデンに学ぶ年金改革～」は、公的年金は老
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後の経済生活を支える主要な柱であり、公的年金なしの老後生活は考えられないものとなってい

るという問題意識を基礎に、スウェーデンの年金改革を参考にしながら、安心・自立して老後を

暮らせるための社会的な仕組みを模索する。日本の年金制度は運営がうまくいっているとはいえ

ない。1950 年代以降の 40 年間のスウェーデンと、1980 年代以降の日本は、少子高齢化に伴い、

年金制度改革が必要であったという点で類似している。スウェーデンは日本が抱えている問題を

かつて背負い、制度改革を行い、そして成功した。スウェーデンは、年金制度に特徴的な制度、

すなわち、みなし掛け金建ての運用制度、保険料の固定、自動安定化装置、年金の国庫負担など

を導入した。これらの制度によりスウェーデンの年金改革は成功し、高福祉と活力のある国へと

生まれ変わった。三上論文は、日本も、年金の問題がさらに悪化する前に、早急に対策を講じる

べきであると指摘する。 

 

 このジャーナルは、論文を執筆した 4 名との 2 年間にわたる共同研究の成果である。それぞれ

が抱える論点にコメントを出し合いながら論文を完成させていく作業は大変有意義なものであ

った。次々と湧き上がる疑問点や論点を、各々が調べあげ、解決していく過程は、学問的な刺激

に満ちたものであった。これらの諸研究が、今後の経済社会を明るいものへと導く一助となるこ

とを願うばかりである。 

 

 最後に、財団法人・香川大学学術振興財団・勉学奨励論文について付記しておきたい。ジャー

ナル掲載の論文は、1 本 20000 字以上という基準の下で執筆されたものであるが、当然にも、そ

の構想と概略をまとめた準備論文が存在する。今年度において、それらの準備論文のうち、平山

論文が、平成 21 年度・財団法人・香川大学学術振興財団・勉学奨励金・論文部門の優秀賞（勉

学奨励金 8 万円）に、藤井論文が佳作（勉学奨励金 6 万円）に、それぞれ表彰された。両君の栄

誉を称えるとともに、このような機会を与えていただいた香川大学学術振興財団に厚く御礼を申

し上げたい。 

 

2010 年 3 月 24 日 
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論文 

ワーキングプア問題：不十分な雇用・失業対策と新たな解決策 

池端 亮介 
 

はじめに 
 

2002 年 2 月から 2007 年 10 月までの景気拡大は、日本の経済を実質成長率 2％程度で毎年成

長させ続けていた。2008 年 1 月時点での政府の判断は、65 年 11 月から 70 年７月まで 57 ヶ月間

続いた「いざなぎ景気」を超えて、戦後最長の景気拡大が続いているというものであった1。そ

のような背景とは逆に、働いても生活が良くならない、生活ができないというワーキングプア問

題が浮かび上がってきている。なぜ働いても生活が立ち行かなくなってしまうのか。そのような

状態から抜け出すにはどうすればよいのか。 

まず、ワーキングプアに陥ってしまった人々の実情を分析し、ワーキングプアに陥ってしま

う要因を考えていく。次に実際行われている雇用・失業対策の分析、そしてその制度がいかに機

能していないかを明らかにする。雇用・失業対策のために作られた政策が、財源不足を理由に行

われなかったり、儲けの手段となってしまい正常に機能していないという状態をみていく。最後

にワーキングプアから抜け出すために既存の政策を有効利用する方法、新たに検討されている政

策・制度を考える。 

 

1. 戦後最長の景気拡大の実情 
 

1.1 戦後最長の景気拡大と伸びない所得 
 

 戦後最長の景気拡大は先ほど述べたよう実質成長率 2％程度で毎年成長をしていたが、過去に

さかのぼってみると 1960 年代では実質 10％成長、70 年代半ばの石油危機以降の中期安定成長期

においては 4.5％程度の成長を示していた2。戦後最長の景気拡大は 1990 年代よりも多少よくな

ったという程度で、かつての経済成長と比べるとかなり見劣りしてしまう。しかし毎年経済が成

長していたというのも事実である。それなのに生活がよくなっているという実感はあまりなかっ

た。 

戦後最長の景気拡大の特徴の 1 つに所得が伸びていないということがあげられる。1997 年度

の国民一人当たりの名目所得は 310 万円であるが、2002 年度には 284 万円に下落、2003 年度か

らはわずかに反転しているが 1997 年度のレベルには及んでいない3。更に、2005 年時点での勤

労者の全ての所得から所得税などの全ての経常移転の支払いが控除された可処分所得は 1997 年

                                                           
1 上野（2008）p.45. 
2 島田（1997）p.251. 
3 島田・根津（2007）p.32. 
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以降 10％程下落している4。OECDの統計で賃金動向の国際比較をしてみると、日本の賃金受取

総額は 1990 年から 2005 年までの 15 年間のうち 10 年マイナス成長を記録した。他の先進国で 2

年以上の期間賃金受取総額が減少し続けた国はない。日本では一度正社員をやめてしまうと、派

遣社員やパートといった条件の悪い雇用に甘んじることになる場合が多かったので、正社員とい

う立場を守るためには賃金カットを甘受せざるを得なかったと考えられる。それでも容赦なくリ

ストラは進み、非正規社員の割合は 1995 年の 20％から 2005 年には 32％まで上昇した5。企業が

コスト削減のため、会社からはきだされた者と何とか会社に残った者との格差、正規社員と派遣

社員やパートとの格差などの拡大も戦後最長の景気拡大の特徴である。 

 企業が労働者の給与を引き下げたことは、家計の収入が減少することにもつながった。家計の

貯蓄率は 1990 年の 15％弱から 2005 年には 2.9％にまで下落した6。この水準はヨーロッパ主要

国の 10％程度と比べてかなり低い。この理由は家計の収入が下がったのに対して、生活費はそ

れほど切り詰めることができないので、貯蓄に回せる金が減少したためである。 

 

1.2 成長した輸出・設備投資部門と停滞した国内市場 
 

戦後最長の景気拡大を成長部門別に分けると、輸出部門が主に成長し次いで設備投資が伸び

た。個人消費は低迷したままであった。輸出が伸びたのは中国やインドなどに代表される新興諸

国の経済の高成長が主な要因であり、設備投資が伸びたのは過剰設備や過剰債務の処理を終えて

収益の出やすい財務内容になったことである。これが同時に重なったため企業収益が顕著に改善

された。企業におけるお金の流出を表すキャッシュ・アウト・フローと、流入を表すキャッシュ・

イン・フローの割合はキャッシュ・イン・フローの割合が高くなり、設備投資にまわり、さらな

る成長をもたらすようになった。 

 戦後最長の景気拡大は輸出を中心としたものであったので海外の市場に進出できる大企業が

高い成長を実現した。他方海外に進出することができない中小企業は今回の景気回復に取り残さ

れてしまった。これから先の日本は更なる高齢化が進み、2005 年から減少に転じた 15 歳以上 65

歳未満の人口である生産年齢人口も更なるペースで減少していくと考えられる。このような状態

では国内市場の活性化は難しいと思われる。現状では海外へ進出できない中小企業はこれから先

も賃金と企業利益を圧縮しながら生き延びていくしかない。このような大企業と中小企業の格差

改善もこれから先の課題となっている。 

 

1.3 戦後最長の景気拡大から浮かび上がる労働問題 
 

2009 年現在、縮小が続いている国内市場において、労働力の確保も重大な課題の１つである。

これから先人口減少と労働力の著しい減少が見込まれるなかで、日本の労働市場では労働力が適

                                                           
4 島田・根津（2007）p.34 
5 島田・根津（2007）p.35 
6 島田・根津（2007）p.40 
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切に雇用されず、活用されていないという事態が進展している。フリーター・ニート問題である。

フリーターとは「平成 15 年版労働白書」によると「15~34 歳の若年（ただし、学生と主婦除く)

のうち、パート・アルバイト（派遣等を含む）及び働く意思のある無職の人」と定義されている。 

厚生労働省の調査によると 2006 年 10 月 1 日の時点でパート等労働者は約 1148 万人いるとさ

れている7。フリーターは雇用条件も安定せず、職業訓練の機会もほとんどなく、所得も安定し

ない。このような人々の将来の職業キャリアをどのように形成してかということもこれから先の

課題になっている。 

 ニートは仕事をしていないばかりか、学業もしておらず、家庭のなかに引きこもるなど、社会

的に隔絶されている。これらの人々の多くは複雑な心理学的な問題、あるいは社会心理学的な困

難を抱えており、そういったことを改善しないと職に就くどころか就職活動さえ行うことができ

ない。 

 フリーター・ニート問題は、これらの人々がなぜフリーターをしているのか、ニートに陥って

いるのかという理由はおろか、その数すら正確に把握できていない。このような問題にどのよう

な策を打ち出せばよいのか。 

 戦後最長の景気拡大期にあった日本は経済が回復しているといわれていたが、働いてもそれに

見合った賃金をもらえない、またサービス残業など無賃金労働も多くあるという事態が起きてい

た。そればかりか安定した仕事につけないフリーター、フリーターの中でも大学を卒業したにも

かかわらずフリーターになってしまった高学歴ワーキングプア、地方自治体の嘱託職員・臨時職

員のワーキングプア、ニート問題など多くの問題も残っている。戦後最長の景気拡大期の日本社

会、そして 2008 年以降の景気後退期に入った日本社会は働くこと、頑張ることで結果がでる社

会とは程遠いものとなってしまったのではないだろうか。2008 年以降世界的に経済が悪化して

いる事もありこれらの問題は更に深刻化していくことになる。 

 

2. 様々なかたちのワーキングプア 
 
2.1 ワーキングプアとは 
 

 ワーキングプアとは、働いているのに所得が伸びず生活保護水準以下の生活を送っている人た

ちを指す言葉である。その人たちの多くは、保険や一時金が無い、ボーナスが無い、どれだけ長

期間勤めてもほとんど給料に変化が無いなど正規雇用の人と比べるとかなり悪条件の下で働い

ている。ワーキングプアに陥る人は民間企業で働く人たちだけではなく公企業で働く人たちにも

いる。学校や公立の保育所、役所などでも臨時職員や嘱託職員として雇用された人の多くが安い

賃金と不安定な労働条件の下で働いている。 

 

 

                                                           
7 厚生労働省（2006）『平成 18 年パートタイム労働者総合実態調査結果の概要』. 
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2.2 住所不定のフリーターのワーキングプア 
 

 厚生労働省の調査によるとフリーターの総人口は1991年のバブル期には約62万人であったが、

その後急増し、2003 年には 217 万人に達した。その後は緩やかに減少し、2005 年の時点では 201

万人になっている。この中で「博士号」を持っているフリーターは 1 万 2000 人以上いるといわ

れている8。 

2009 年現在、フリーターなど非正規雇用者として働いている人の多くがバブル崩壊後から数

年続いた就職氷河期に安定した職に就けなかった人たちである。 

働いても十分な賃金を得られないということは住むところを確保することも難しい。家賃が

払えなくなり住んでいるところを追い出され、マンガ喫茶や簡易宿泊所で寝泊りしたり、更には

路上で野宿をする若者も少なくない。その人たちの多くが日雇いのアルバイトや派遣の仕事とい

った非正規雇用の仕事をしながら生活をしている。そのような状態の中で安定した仕事を求めて

就職活動をしている人もいるが、住所不定の人の面接に応じてくれる会社はあまりないのも現状

である。もし応じてくれる会社があってもその会社までの交通費がなく面接を断らざるを得ない

こともあるようである。一度このような状況に陥ると抜け出すことはかなり難しい。 

 

2.3 高学歴ワーキングプア 
 

 現在、大学院博士課程を修了した人たちの就職率はおおむね 50％程度である。学歴構造の頂

点まで到達したといってもよいであろうこれらの人たちの2人に1人が定職に就けずフリーター

などの非正規雇用者として労働に従事している。一方で大学院生の数は 20 年前には 7 万人程で

あったが 2006 年には 26 万人を突破した。 

大学院博士課程を修了し博士号を取得した人の就職先の多くが正規の大学教員である。戦後

の教員市場が最大となるのは 1980 年代後半から 1990 年代前半にかけてである。1980 年代前半

は団塊世代の狭間であり、大学進学率は一旦頭打ちになったが、1980 年代後半からは第 2 次ベ

ビーブーマーの対策として各大学で学生の定員増が行われた。それに伴い教員市場も最大規模を

迎えた。その後すぐに若年層人口の急減により市場は急速に冷え込んだ。1980 年代後半に市場

規模が拡大したとはいっても当時の教員市場におけるポストは不足していた。2009 年現在まで

その少ないポストをめぐって激しい競争があり、それに敗れた人たちが非正規労働者になってし

まう。2008 年 3 月に発表された文部科学省の調査結果では、大学院博士課程の入学定員に対す

る志願者の平均競争倍率が、2007 年まで 4 年連続で 1 倍を切っていた。それでも国内に就職先

がなく、教育関係者からは「優秀な人材が進学しなくなる」「海外の企業や大学に人材が流出す

る」との声が出ている9。 

正規の大学教員になれなかった人の多くがなぜ企業に就職せず非正規労働者になってしまう

                                                           
8 水月（2007）p.4. 
9 MSN産経ニュース（2008）  
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のか。それは企業が博士取得者を必要としていないからである。企業の雇用実態に言及した「98

年の全企業における博士号取得者の採用予定比率」（旧科学技術庁資料）によると、博士号取得

者の雇用予定がたった 3％にすぎないという10。この背景には大学院卒者は人件費がかかること

や、研究内容が企業の営利にあっているかどうかで判断する考えが根強く残っていることがある。

実際 2006 年の博士課程修了者の就職率は人文系が 33.0%、社会系 41.3%など文系で特に低く、

全体でも 58.8%と低迷しており、期限付きで研究を続ける「ポストドクター」も理工系を中心に

約 1 万 5000 人いる11。 

 

2.4 自治体で働く嘱託職員・臨時職員のワーキングプア 
 

 2007 年の公務員数の調査では、国家公務員が 92 万人で地方公務員が 295 万人となる12。その

後に民営化された郵政公社職員数の 25.7 万人を除けば国家公務員数はもっと少なくなる。公務

員数の合計は 387 万人だがこの数値には、非常勤職員と総称される国家公務員の非常勤職員数や

地方公務員における臨時・嘱託職員といった非正規雇用職員はカウントされない。 

臨時職員とは地方公務員法第 3 条 3 項に該当する職員で、地方公務員法第 22 条第 5 項及び地

方公務員の育児休業等に関する法律、第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員をいう。

地方公務員法第22条第5項では、「人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、

緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、6 月をこえない期間で臨時任用を行うことが

できる。この場合において、任命権者は、その任用を 6 月をこえない期間で更新することができ

るが、再度更新することはできない。」13としている。第 6 条第 1 項では、「地方公共団体の長、

議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警

視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長（特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。）

その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並

びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の定める規定に従い、それぞれ職

員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。」となっている。嘱託職員も

地方公務員法第 3 条に該当する職員で、任用の条件は地方自治体ごとに多少異なるものの、概要

としては、専門知識、技能、経験または資格を必要とし、一般職員の配置が困難な職へ配置する

職となっている14。 

一般職地方自治体の非正規職員数は、地方自治体職員などによって構成される労働組合があ

る自治体で調査した結果、1983 年の時点では約 9 万人であったが 2006 年の時点で約 37 万人ま

でに増加した。総務省の調査では 2005 年 4 月 1 日の時点で地方自治体の非正規職員数は 45 万

5840 人となっている15。しかしこの調査の前提に「当該団体により捉え方も多用であり、精度に

                                                           
10 水月（2007）p.52. 
11 MSN産経ニュース（2008） 
12 布施（2008）p.56. 
13 地方公務員法 
14 地方公務員法 
15 布施（2008）p.59. 
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限界がある」といったことがあり実際はもっと多くの非正規職員がいるかもしれない。 

 なぜこんなにも非正規職員数が増加したのか。その原因の 1 つに国の財政悪化が挙げられる。

これまで地方自治体に支出されていた地方交付税や各種補助金が削減され、地方自治体は支出を

減らすため正規職員を削減する。しかし市民・住民の要望は尽きることがなく仕事は増える一方

である。そのため正規職員に代わって非正規職員を雇用するのである。2008 年以降景気が後退

したため民間企業だけでなく地方自治体でも正規職員の採用は消極的になり、高学歴を持ってい

ても正規職員にはなれず臨時・嘱託職員になってしまうということも少なくない。賃金は正規職

員の 3 分の 1 程度である。それなのに任される仕事内容は正規職員と同等のものであったりもす

る。 

 

2.5 母子世帯のワーキングプア 
 

 OECDが 2006 年 7 月にとりまとめた「対日経済審査報告書」において、手取りの世帯所得を

世帯数で調整し、その中央値の 50％のラインを貧困基準として算出した相対的貧困率は、日本

において 15.3%であり、OECD諸国のうちアメリカについで第 2 位であることが報告されている

16。日本においての子どもの貧困率は 14.3%であり、上昇傾向にあることが指摘された。とりわ

け日本のひとり親世帯の貧困率は 57.3%にのぼり、OECD諸国平均が 32.5%であることに比べる

と突出している現状である17。ここで注目すべきは、日本のひとり親世帯は、就労している世帯

の方が就労していない世帯よりも貧困率が高いという事実である。他のOECD諸国では非就労世

帯に比べて就労世帯の貧困率の方が低いのに対し日本のひとり親世帯では就労していても貧困

が緩和されない。その背後には男女の賃金格差がいまだ大きい日本社会において、女性の就労が

貧困の緩和に寄与しないという現実がある。さらに、税制度や社会保障制度による所得再分配の

後に子どもの貧困率が高くなるという日本の特徴がある。 

 つまり、税による扶養控除や児童を扶養している者に手当てを支給する児童手当、父親と生計

を同じくしていない児童について手当を支給する児童扶助手当てなどの社会保障制度があるに

もかかわらず、それらが再分配の機能を果たさないどころか、再分配後に貧困率が上がるという

逆転現象をおこしている。 

 厚生労働省により発表された「平成 18 年度全国母子世帯等調査結果報告」によると、2005 年

時点での母子世帯の平均年間収入は 213 万円であった。同年の国民生活基礎調査から「児童のい

る世帯」の平均年間収入をみると 718 万円であり、母子世帯の収入はその 29.7%の水準である。

この収入は社会保障給付金なども含んだ額であるため、就労収入のみで把握すると母子世帯の年

間就労収入は 171 万円であり、非常に低い所得水準である18。 

 日本の母子世帯の母親の就業率は、他の先進国と比較すると高水準にある。先ほどの厚生労働

省の調査によると、日本の母子世帯では 84.5%の母親が就業しているという結果が出ている。 
                                                           
16 吉永（2009）p.116. 
17 吉永（2009）p.116. 
18 吉永（2009）p.117. 
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 このような高就業率は戦後一貫しているにもかかわらず、貧困・低所得である実態は改善され

ず、両親世帯との所得格差は拡大傾向にある。日本の母子世帯は典型的なワーキング・プアであ

り、就業していても貧困・低所得が緩和されない実態からは、女性が世帯主であり、かつ子ども

がいる世帯の経済的自立が困難であることがわかる。 

 

2.6 民間の非正規労働者と自治体の非正規労働者の違い 
 

 民間の非正規労働者も自治体の非正規労働者も、その雇用形態にそれほどの違いはないが、民

間の非正規労働者には、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム労働法）」

がある。この法律はパートタイマーが能力を発揮できるようにし、また福祉の増進をはかるため

に設けられた法律で、正規の労働者と労働時間および就労の実態がほぼ同一のパートタイマーに

は、正規の労働者と同様の処遇を行わなければならないというものである。労働条件の文書交付

による明示も義務化されており、これに反した場合は 10 万円以下の過料に処される。 

自治体の非正規労働者の場合はこれと同様のその身分を守る特別法はない。自治体の職員の

雇用は、もっぱら「地方公務員法」によるものとなる。臨時職員については法 22 条に規定があ

るがその内容は「緊急の場合又は臨時の場合に限り、期間は 6 ヶ月で更新は 1 回のみ」、つまり

臨時職員としての雇用は 1 年以上はできないことになる19。自治体の嘱託職員は長期間の雇用を

前提としているが、任期が 3 年、最高でも 5 年と定められている20。 

 

3. 不十分な雇用・失業対策 
 

3.1 短期間しか支払われない雇用保険 
 

 雇用保険法は、その保険給付や事業の機能に着目すると、大別して 2 つの目的を有している。

第 1 は、労働者が失業した場合、育児や介護などにより雇用の継続が困難となる事由が生じた場

合に対応する所得保障の機能である。第 2 は、再就職を促したり、雇用機会の増大や労働機能の

向上に必要な給付ならびに事業を行う雇用保障としての機能である21。 

 失業保険は、①労働者個人の責任でない失業が発生すること、②失業者が労働意欲と能力を持

ち、絶えず雇用機会を求めていること、③失業者の存在が一般の賃金や労働条件に悪影響を及ぼ

さないよう社会的下支えをすること、④保険積立金総額と給付総額との均衡を保つこと、などを

条件として運営されている。失業保険は、労働者の再雇用を強く促す面を持っているので、給付

額は失業前の賃金の 60～80％を原則としている22。 

 失業保険は、離職時の年齢が 65 歳未満の者を対象とし、雇用保険の被保険者であった期間が

                                                           
19 布施（2008）p.67. 
20 布施（2008）p.68. 
21 加藤（2009）p.231. 
22 成瀬（2006）p.119. 
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一定期間以上あって、「失業の状態」にあるときに支給される。「失業の状態」とは、就職したい

意思があって、いつでも就職ができる能力があるにもかかわらず、職業につくことができない状

態をさす23。受給期間は自己都合退職か会社の倒産・解雇かといった離職の理由、短時間被保険

者か一般被保険者かの区別、更に退職時の年齢、被保険期間の長さなどによって異なる。たとえ

ば、退職時の年齢が 30 歳以上 45 歳未満、一般被保険者で被保険者期間が 20 年以上で、会社の

倒産・解雇のために失業したものは 210 日の給付を受け取ることができる。自己都合退職のパー

トタイム労働者は被保険者期間が 5 年未満だと 90 日、5 年以上 10 年未満の場合では 150 日の給

付である24。  

 厚生労働省の調査によると、2009 年 11 月時点での有効求人倍率は 0.45 倍、正社員有効求人倍

率は 0.27 倍と低水準である。このような状況で、正社員として安定した職業に就くことはおろ

か、働いて収入を得ることすら難しくなっている。所得保険期間内に再就職することができなけ

れば、当然路頭に迷ってしまう。 

 雇用保険は、先にも述べたよう、再就職を促したり、雇用機会の増大や労働機能の向上に必要

な給付ならびに事業を行う機能であるが、その機能が正常に働いているかは疑問である。 

 

3.2 法によって守られるはずの労働者 
 

 日本では、「使用者の解雇権の行使は、それが客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当とし

て是認することができない場合には、権利の濫用として無効になる」（日本食塩製造事業・最高

裁第二小法廷昭和 50・4・25 判決）という最高裁判例によって、解雇権濫用法理が確立されてき

た25。整理解雇に関しては、①人員削減には高度の経営上の必要性があること、②解雇を回避す

るあらゆる努力を尽くしたこと、③被解雇者の選定基準と人選の仕方が合理的かつ公正であるこ

と、④労働者個人および労働組合に対して必要な説明・協議を行い、納得を得る努力が尽くされ

ていること、という 4 つの要件が判例法理として確立されてきた。 

 このような解雇権濫用判例法理と整理解雇 4 要件の存在によって、日本の企業は従業員を安易

に解雇できない状況にあるといわれている。しかし、日本で各種の紛争解決機関に寄せられる解

雇相談は年間 40000 件弱あるが、解雇訴訟は年間約 3000 件ほどにすぎず、解雇権濫用判例法理

と整理解雇4要件は法廷の場以外ではそれほど解雇防止の効力を有してはいないと考えられる26。

企業の多くが「希望退職」というかたちでの退職勧奨、強制的な出向、転籍が日常的に行われて

いる。解雇訴訟は、現実には多くの時間と資金を必要とし、労働組合が存在していなかったり、

その支援がない場合に労働者が訴訟を起こすことはほぼ困難である。 

 

 

                                                           
23 成瀬（2006）p.119. 
24 成瀬（2006）p.119. 
25 成瀬（2006）p.132. 
26 成瀬（2006）p.132. 
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3.3 儲けの手段となった職業紹介制度  
 

 労働者は一般に雇用情報を入手する十分な手段を持っていないため、労働市場の情報や雇用情

報が十分でないと失業者が特定の地域、産業に滞留したり、労働力の移動や需給上のミスマッチ

が生じる。そのために、公共職業紹介制度は、求職者と求人者の情報を 1 ヵ所に集中することに

よって職業紹介と斡旋を行い、このような問題を解消するという、労働市場組織化の機能を果た

している。 

 日本の職業安定法は、労働者派遣法で認められた業務を除き、有料の職業紹介所や労働者供給

事業を禁止してきた。しかしこれまで規制してきた民間の職業紹介事業を労働力需給機関として

認知する職業安定法改正が行われ、1999 年 12 月から施行された。ただし、営利目的の民間職業

紹介事業には、労働者に対する情報提供の不十分さや中間搾取といった弊害も問題となっている。 

 

3.4 最後のセーフティ・ネットであるはずの生活保護 
 

 働いて収入があるがその収入では生活がままならない、生活保護基準を下回っているのならば

働かず生活保護を受ければよいのではないかという疑問が生じる。生活保護は、生活扶助、教育

扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されており、

医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付

が原則である。 

 生活保護基準は、最低生活需要ないし最低生活費を具体的に測定する尺度であり、資産その他

を活用してもなお不足する分が保護費として支給される27。生活保護を受けるためには申請者お

よび要保護者の氏名・住所等、保護の開始を必要とする理由を記載した申請書を提出しなければ

ならず、保護の要否や程度に関する判断が行われるため、要保護者は資産や収入の状況、健康状

態、扶養の実態などについて調査される。資産については、最低限度の生活維持のためその所有・

利用が必要である場合に保有が認められ、その限度を超える場合は原則として処分し、生活費に

充てるものとされる。土地・家屋については、居住用家屋およびこれに付属した土地は保有が認

められるが、処分価値が利用価値に対して著しく大きいと認められるものは、その例外とされる。

預貯金の保有も認められず、保険も原則として解約される。 

扶養義務者がいる場合、それは絶対的扶養義務を負う者と相対的扶養義務を負う者で区別さ

れる。絶対的扶養義務を負う者とは、配偶者もしくは直系血族および兄弟姉妹であり、相対的扶

養義務を負うものとは、特別な事情がある場合（親族間に生活共同体的関係が存在する場合）家

庭裁判所の審判によって義務を負わされる 3 親等内の親族である。通説は、夫婦間の扶養、親の

未成熟子に対する扶養は「生活保持義務」、すなわち相手方の生活を自己の生活の一部として自

己と同程度の水準まで扶養する義務（最後の一切れのパンまで分け与える義務）、その他の扶養

は「生活扶助義務」、すなわち相手方が生活難に陥った場合に自己に余力があれば援助すべき義

                                                           
27 前田（2009）p.353. 
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務とする28。 

行政実務上、相対的扶養義務者に扶養の可否を照会したり、扶養請求するよう要保護者に指

導するようになっている。このことについては要保護者の意思や個別事情に配慮しない扶養照会

や扶養請求の指導が保護の申請や受給を妨げているという問題が指摘されている。 

 これらの条件を満たせば生活保護を受給できるのだが、日本弁護士連合会が 2006 年に行った

電話相談「全国一斉生活保護 110 番」の結果では、生活保護を利用していない人で福祉事務所に

行ったことがある人のほとんどが申請すらできていない29。生活保護法第 7 条では申請保護の原

則が明記され、生活保護を希望する者は誰でも申請する権利を有することを規定している。保護

請求権は国民の権利であり、国家の義務であるので、保護の申請を拒否することは違法行為であ

る30。 

生活保護の財源負担は、生活保護費に対して国が 75%という、他の福祉事業と比べると高率

の負担を行っている。さらに要保護者には保護を請求する権利が定められていることによって、

財政状況に応じて必要な保護を実施しないことは当然認められない。そのため、当初予算の不足

が生じた場合には、補正予算を組むことになる。 

社会保障関係費に占める生活保護費の割合は 2000 年ごろまで年々下がってきたが、2009 年現

在、経済危機、高齢化、他のセーフティ・ネットの機能不全等の影響による被保護世帯の増加と

ともに上昇傾向にある。財政難のなか保護費を削減しようと、不当な理由で申請者を追い返した

り、生活保護の受給が開始されても、不当な理由で生活保護の受給をストップさせようとする行

為が横行し、生活困窮者の最後のセーフティ･ネットである生活保護制度は適切に機能しておら

ず、生活困窮者たちは追い詰められている状況にある。これが生活保護の実状である。 

 

4. 貧困から立ち上がるための支援 
 

4.1 自立支援プログラムの始まり 
 

 福祉と労働の結びつきを強め、福祉受給者に対する就労支援政策を「ワークフェア政策」と呼

び、これをいち早く導入した欧米諸国では、低所得・貧困層に対し公的扶助などの福祉受給の資

格要件に就労支援プログラムへの参加を要求し、これを拒否した場合には一定の制裁措置をとる

ところもある。他方、労働力の質的水準の向上を職業教育の充実などを通して行うような非強制

的・誘導的な政策を行うところもあり、「ワークフェア政策」は様々な形態をとっている。日本

におけるワークフェア政策の導入はとりわけ母子世帯やホームレス、生活保護受給世帯など低所

得・貧困層に対し、自立支援のためのプログラムへの参加を促す諸政策として展開され始めてい

る。 

 
                                                           
28 菊池（2009）p.352. 
29 宮本（2009）p.117. 
30 宮本（2009）p.117. 
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4.2 自立支援プログラム導入の背景 
 

自立支援プログラム導入の背景には、外在的要因と内在的要因が存在しており、外在的要因

とは「構造改革」「三位一体改革」などによる生活保護制度に対する主として財政的側面からの

圧力である。「骨太方針第 3 弾」である閣議決定「経済財政運営と構造改革にかんする基本方針

2003」において、「生活保護その他福祉の各分野においても、制度、執行の両面から各種の改革

を推進する」、「老齢加算等の扶助基準など制度、運営の両面にわたる見直しが必要である」と、

生活保護制度改正の必要性が制度の外側から提起され、実際に、生活保護制度見直しの議論を受

け、老齢加算や母子加算の段階的廃止、生活扶助基準の見直しが行われた。 

 同時に、生活保護制度そのものの内在的要因も見直しの議論に影響をもたらした。1 つには保

護受給者の変化が挙げられる。傷病・障害、精神疾患、ホームレス、多重債務、ドメスティック・

バイオレンス、虐待問題など、被生活保護世帯のおかれた今日的様相は、何らかの社会的援護を

要する複雑な生活問題を抱ええている場合が少なくない。とりわけ 2002 年 12 月に出された「社

会的援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」報告書では、路上死、ホーム

レス問題、外国人・残留孤児、カード破産やアルコール依存、孤独死・自殺、虐待･暴力などを

例示し、「社会的排除や孤立の強いものほど制度から漏れやすく、福祉的支援が緊急に必要」で

あるのにも関らず、こうした社会的援護を要する人々に社会や社会福祉の手が十分届いていない

ことが指摘された。傷病・障害世帯や高齢者世帯が世帯類型の圧倒的多数を占めるために、保護

の長期化も課題となっていた。 

 もう 1 つは実施体制上の問題である。福祉事務所における担当職員不足と、現業経験のない職

員や経験年数の浅い職員が多数を占め、生活保護のケースワークについては、個々の担当職員の

個人的な経験や努力にゆだねられているために、援助実施における組織的な取り組みに困難な状

況が続き、生活保護受給者に対する十分な支援が行えていないという反省がある。 

 

4.3 各分野への自立支援 
 

 母子世帯の分野では、2002 年に児童扶養手当法と母子及び寡婦福祉法を改正し、「就労自立の

支援」を改革の目玉とした制度改革を行った。1997 年に中央児童福祉審議会に児童扶養手当部

会を設置し、同審議会の 1997 年 12 月の答申では、給付の見直しが行われ「自立支援対策の総合

化」が打ち出された。その後 2002 年には「母子家庭等自立支援対策大綱」が出され、就労支援

を中心とした母子福祉政策全般にわたる改革が打ち出された。特に、児童扶養手当制度について

は、制度目的を「離婚後の激変期に集中的に対応するもの」として大幅に見直した。具体的には、

児童扶養手当を「全部支給」の給付期間を 5 年という上限を設け、「一部支給」の額も収入に応

じて段階的に低減していく方式へと改めた。さらに、これまで収入 204.8 万円であった「全部支

給」の所得限度額を 130 万円未満まで引き下げたこと、養育費の 8 割を収入認定するなどの改正
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を行った31。 

 ホームレスの分野では、1999 年に関係する省庁と自治体によって「ホームレス問題連絡会議」

が設置され、都市部をはじめとしたホームレス問題の顕在化に対処するための施策の必要性が唱

えられた。厚生労働省も「ホームレスの自立支援方策に関する研究会」を設置し、国レベルでの

ホームレス対策を行っていった。2002 年には「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」

が 10 年の時限立法で成立し、安定した雇用や職業能力の開発による就業機会の確保を重視し主

要都市に自立支援センターを設けるなどし、就労による自立の促進を図る政策展開を行った32。 

 生活保護をめぐっては、2003 年 8 月に社会保障審議会福祉部会に「生活保護制度のあり方に

関する専門委員会」を設置し、生活保護制度全般の見直しに関る議論を行い、2004 年 12 月に出

された最終報告書では、「利用しやすく自立しやすい制度へ」と生活保護制度のあり方に見直す

方向性が示された33。その中で、自立に向けた方策の具体化として、「生活保護自立支援プログ

ラム」の導入が提起された。 

 

4.4 自立支援プログラムの内容 
 

 生活保護における自立支援プログラムとは、「平成 17 年度における自立支援プログラムの基本

方針」によると「実施機関が管内の被生活保護世帯全体の状況を把握した上で、被保護者の状況

や自立に向けた課題について類型化を図り、それぞれの類型ごとに取り組むべき自立支援の具体

的内容及び実施手順等を定め、これに基づき個々の被保護者に必要な支援を組織的に実施するも

の」となっている34。これまで個々の担当職員の経験や他の実施機関における取り組みを自立支

援の内容や手順等に反映させることにより、組織全体として経験等を共有化し、組織的対応や効

率化を図ることができる。 

 これまで長らく生活保護行政の運用場面では、経済的自立のみを「自立」と捉え、自立すると

生活保護を廃止するものだと考えられがちであった。しかし社会福祉法第 3 条では、福祉サービ

スの基本理念を「利用者が心身とともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるように支援するもの」としている。そのため自立支援プログラムで

は、「自立」に対する考え方を、就労による経済的自立のみならず、心身の健康を回復・維持し、

自分で自分の健康・生活管理を行うなど日常生活において自立した生活を送る「日常生活自立」

や、社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活をおくる「社会生活

自立」など、幅広く捉えている。 

 実施機関である福祉事務所は、被保護者個人の状況や能力に応じて支援を行う必要がある。自

立支援プログラムを実施する実施機関にとっては、これまで個々の担当職員の力量に左右されが

ちであった支援内容を、被保護世帯が抱える様々な問題に的確に対処し、これを解決するための

                                                           
31 丹波（2009）p.199. 
32 丹波（2009）p.199. 
33 丹波（2009）p.199. 
34 丹波（2009）p.202. 
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「多様な対応」、保護の長期化を防ぎ、被保護世帯の自立を容易にするための「早期の対応」、担

当職員個人の経験や努力に依存せず、効率的で一貫した組織的取り組みを推進するための「シス

テム的な対応」をすることにより、支援内容の充実につながる。 

 自立支援プログラムを策定する福祉事務所は、これまで担当職員によって培われた経験、他の

実施機関における取り組み、活用できる地域の社会資源を踏まえ、実施機関ごとに「個別支援プ

ログラム」を策定する。厚生労働省では、個別支援プログラムの具体例として、11 の個別支援

プログラムのモデルを示した。厚生労働省が例示した個別支援プログラムの他に、実施機関であ

る福祉事務所が、それぞれの実施機関の状況や課題に応じて、独自にプログラムを策定すること

もできる。 

 

4.5 自立支援プログラムの課題 
 

 2005 年度から始まった自立支援プログラムであるが、当初は就労支援に関するプログラムに

ついてはほとんどの自治体で実施されているのに対し、日常生活自立や社会生活自立に関る個別

支援プログラムは策定・実施が遅れていた。しかし、その後徐々に、就労支援以外の個別プログ

ラムも策定・実施されるようになり、2005 年 12 月時点で策定されたプログラム数が全国で 585

であるのに対し、2007 年 12 月時点では、2592 となっており、「経済自立に関するもの」が 1183、

「日常生活自立に関するもの」が 1165、「社会生活自立に関するもの」が 244 と徐々にその数が

増えてきた。それに伴いプログラムへの参加者数も増加し、2005 年 12 月時点では 2 万 8208 人

であった参加者は、2007 年 12 月時点では 7 万 6695 人までに増加した35。 

 ただし、就労支援に関するプログラムについては全てに自治体で策定・実施することが求めら

れている一方で、就労支援以外の個別支援プログラムについては自治体の裁量にゆだねられてお

り、自治体間にばらつきがある。 

 もともと自立支援プログラムは、就労以外の日常生活自立や社会生活自立も目的の 1 つとし、

多様な自立を認めた点に大きな意味があり、就労が困難な場合においても、地域社会の一員とし

て充実した生活を送ったり、心身の健康を回復・維持し、自らの生活を自分の力で送ることがで

きるようにすることも目的であった。 

 しかし実施機関によっては、日常生活自立や社会生活自立を、就労自立の前提とするようなと

ころもあり、そもそも就労自立が見込めないような高齢者や重度の障害者を対象外とするケース

もみられる。 

 一方自立支援プログラムは、対象者の自主性は尊重されるという条件はあるものの、自立支援

プログラムそのものへの参加を拒否したり、プログラム対象者の取り組み状況が不十分である場

合などは、文書指導・指示に加え、保護の変更・停止・廃止も考慮するとされているように、一

定の強制力を伴っている。  

2005 年度の初年度から優先的に実施することになっていた「生活保護受給者等就労支援事業」

                                                           
35 丹波（2009）p.207. 
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活用プログラムは、ハローワークと連携し必要な就労支援を行うものであった36。支援対象者の

範囲は稼働能力を有する者、就労意欲がある者、就労にあたって障害要因がない者、事業への参

加に同意している者という 4 つの要件を準備している。具体的な支援内容として、企業が短期的

試行的に労働者を雇い入れ、適性などを見極めた上で常用雇用への転換を図るというトライアル

雇用の活用、ハローワークと福祉事務所が就労支援メニュー選定チームを構成し、対象者の能力

や希望、適性などを考慮し指導するという就労支援ナビゲーターによる支援、公共職業訓練の受

講斡旋、民間教育訓練講座の受講奨励、一般の職業相談・紹介などから本人の希望や適性に基づ

き、支援メニューを選定し、必要な支援を行うものである。 

 この「生活保護受給者等就労支援事業」活用プログラムは、就労に向けて本人の意欲と同意を

前提にしている。しかし、実際のプログラム運用場面では、多少就労意欲に欠ける場合や病気や

障害などの就労に向けた課題がある場合にも、本人の同意を理由にプログラム対象者に加えるよ

うな自治体もあり、被保護者の状況を十分に見極めないまま実施すればかえって被保護者の自立

を阻害しかねない。 

 

5. ワーキングプアから抜け出すには 
 

 ワーキングプアから抜け出すのはほぼ不可能である。既存の制度を十分に利用し、更に様々な

政策を打ち出していかなければこの状況は改善されない。 

 

5.1 生活保護を適正に運用 
 

生活保護はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を具体化した権利であ

る。現在の日本において生活保護は最後のセーフティ・ネットとなっているが、それを水際作戦

など違法行為によって機能不全に陥らせていることは明らかである。 

この違法行為に対抗する手段として、生活保護の申請に第三者に同行してもらうことがあげ

られる。申請者のプライバシーなどを理由に断るケースもあるようであるが、本人が了解してい

る以上、申請者のプライバシーの問題とはならない。第三者が同行し監視することで、申請を不

当・違法な理由で拒否することを防ぐことができる。弁護士や司法書士に同行を依頼することも

でき、弁護士に依頼する場合に、日本弁護士連合会の法テラス委託支援事業を活用することで、

申請者が弁護士費用を負担することなく依頼することもできる37。 

生活保護申請の却下、保護の不利益変更、保護の停止・廃止など保護実施機関の保護の決定・

実施に関する処分に不服がある場合、厚生労働大臣または都道府県知事に対し審査請求をするこ

ともできる38。審査請求は不服の対処となる処分があったことを知った翌日から 60 日以内、ま

たは処分があった日から 1 年以内に行わなければならない。申請者の審査請求に対し、都道府県

                                                           
36 丹波（2009）p.209. 
37 自由法曹団（2009）p.75. 
38 自由法曹団（2009）p.98. 
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知事が行った裁決に不服がある場合には、さらに厚生労働大臣に対し再審査請求ができる。 

審査請求に対する不服がある場合には、裁判所に行政処分取消請求訴訟を提起して争うこと

もできる39。審査請求を経ないでいきなり取消訴訟を提起することはできないが、審査請求に対

する裁決を経た後は、訴訟を提起することも、再審査請求をすることも、双方を提起することも

可能である。訴訟提起期間は、裁決を知った日から 6 ヶ月以内、または裁決の日から 1 年以内と

なっている。 

最後のセーフティ・ネットにかかることができず自殺する人、更には餓死者まで出している

のが日本の現状である。財政難を理由に生活保護を行わないという不正行為に対抗し、改善して

いかなければ、更なる犠牲者が出ることは明らかである。 

 

5.2 労働組合の結成・参加 
 

 労働組合によって雇用と労働条件を守ることもワーキングプアから抜け出す 1 つの手段であ

る。パートタイマーも労働者であるので当然労働組合を結成することができ、個人では雇用主と

対等な交渉ができなくても、労働組合ならば雇用主と対等な交渉ができ、不当な解雇への反対や

労働条件の改善を求めることができる。 

 労働組合を持たない企業が多い中、企業の枠を超えて 1 人でも参加できる個人加盟ユニオンの

活動も大きく前進している。産業別労働組合では、個人加盟の地域支部などの活動が活発化して

おり、各地で個人加盟のローカルユニオンの結成も進んできている。これらの労働組合は、各地

で解雇撤回、残業代不払いなど労働者の雇用と労働条件を守る活動で成果を挙げている40。 

 欧州諸国では、産業別労働組合が全国単位で結成され、労働者を組織している。日本では企業

別労働組合が主で、中小企業においては労働組合を持たない企業がほとんどであり、未組織の労

働者の雇用や労働条件が十分に守られていない。今後日本でも産業別労働組合の役割がますます

大きくなっていくと考えられる。 

 

5.3 最低賃金額を上げる 
 

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃

金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。したがって、最低賃金未

満の賃金しか支払わなかった場合には、制定賃金額との差額を払わなければならない。最低賃金

には地域別最低賃金及び特定（産業別）最低賃金の 2 種類がある。地域別最低賃金は、産業や職

種に関りなく、都道府県内の全ての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各

都道府県に 1 つずつ、全部で 47 の最低賃金が定められている。特定（産業別）最低賃金は、特

定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い

                                                           
39 自由法曹団（2009）p.98. 
40 自由法曹団（2009）p.23. 
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最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で 250 の最低賃金が定

められている。使用者は地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金の両方の最低賃金が同時に適

用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 

 地域別最低賃金は、都道府県内全ての使用者及び労働者（パートタイマー、アルバイト、臨時、

嘱託などの雇用形態に関係なく）に適用される。それに対して特定（産業別）最低賃金は、都道

府県内の特定の産業の使用者及び基幹的労働者に適用される。（18 歳未満又は 65 歳以上の労働

者、雇用後一定期間未満で技能習得中の労働者、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する

労働者などは適用されない。） 

最低賃金、特に地域別最低賃金は雇用形態に関係なく全ての労働者に適用されるので、最低

賃金額が生活するのに十分な水準であれば、労働者たちはワーキングプアから抜け出せる。 

2008 年時点の地域別最低賃金の全国加重平均額は 703 円である41。東京都の最低賃金は、時

給 791 円（2009 年 10 月発効）である。この 791 円を元にモデルケースを計算すると、1 日 8 時

間労働で年間 255 日間、2040 時間労働となる。単純に計算すると月額は 13 万 4470 円で、年額

は 161 万 3640 円になる。一般にワーキングプアといわれる年収は 200 万円以下といわれるが、

東京都の最低賃金は 200 万円にはるか及ばない。現行の水準では最低限の生活を保障することは

できず、セーフティ・ネットとしての機能を果たしていない。 

先進国の中でも、日本の最低賃金の低さは突出している。2007 年時点でのイギリスやフラン

スの最低賃金は 1200 円前後の水準にあり、従来、先進国中最低であったアメリカもこの年に、5

ドル 15 セントから 7 ドル 25 セント（約 850 円）に 2 年間で引き上げることを決めたため、日本

が最低となる42。 

日本の最低賃金が低い理由の 1 つは、最低賃金法が制定された（1959）際、18 歳の単身者の

賃金を基準に最低賃金を定めたという経緯にある。年功序列が確立されていれば、最初の賃金が

低いことは問題にならず、18 歳前後では親と同居しているケースが多かったため、そもそも 1

人で自活できる額では設定されていなかった。さらに最低賃金法は、決定基準に企業の支払い能

力が考慮されるなど、常に雇用者側の意向が強く反映される形で最低賃金は決められてきた。 

欧州では、決定要件に企業の支払い能力はなく、尊厳ある最低限の生活が確保できる額とい

う概念が初めにありきで、支払えない企業は市場から退出してもらうという考えが基本となって

いる。 

年功序列・終身雇用の崩壊、非正規雇用の増加など、労働環境が大きくかわりつつある 2009

年現在、最低賃金の根本的引き上げは必須である。民主党は中小企業で最低賃金の引き上げが円

滑に行われるよう財政上・金融上の優遇措置を実施し、最低賃金を段階的に 1000 円に引き上げ

る構想を掲げている。 

 

 

                                                           
41 厚生労働省（2009） 
42 MSN産経ニュース（2007） 
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5.4 給付付き税額控除制度の導入 
 

 給付付き税額控除とは、「一定以上の勤労所得のある世帯に対して、勤労を条件に税額控除を

与え、所得が低く控除し切れない場合には還付する。税額控除の額は、所得の増加とともに増加

するが、一定の所得で頭打ちになり、それを超えると逓減し最終的には消失する」という制度で

ある43。 

 給付付き税額控除を詳しく説明する前に、所得控除と税額控除について説明する。所得税は、

担税力という概念をもとに構築されており、担税力が低下するような一定の事情があるときには、

所得税の負担を調整することになる。その場合の方法として、所得から一定額を控除する所得控

除制度と、納税者の税額そのものを差し引く税額控除制度の 2 つがある44。日本の現行所得税で

は、もっぱら所得控除により税負担の調整が行われている。 

 しかし特定の政策目的ものとで税負担を軽減しようとする場合、所得控除は、累進税率のもと

で、高所得者の負担をより多く軽減するという逆進的な効果を持つ。課税最低限に近い層をター

ゲットとする政策税制を考える場合、所得控除では減税効果が拡大し、財政上の非効率が生じる。 

 それに対して税額控除は、一定の所得以下の納税者・世帯だけを対象とすることが可能なので、

課税ベースの浸食は限定され、財源の効率化が図られる。 

税制と社会保障を一体的に設計しようをいう試みは、1975 年に米国のニクソン政権のもとで、

低所得層の社会保障税負担の軽減と労働供給の促進を図るための「勤労税額控除制度（Earned 

Income Tax Credit: EITC）」として始まり、「年間フルタイムで働く人々が貧困者でいるべきでは

ない」という最低所得保障の基本的考えを受けて、クリントン政権では福祉受給者の自立を促す

方針を示し、EITCは拡充されていった45。 

貧困対策として、公的扶助政策や最低賃金制度を補完する観点から、ニクソン政権時代に導

入されたEITCに新たな意味合いを持たせたのが、先ほども述べたクリントン政権と、1997 年に

誕生した英国のブレア政権である。このふたつの政権に共通した考え方は、非効率な公共部門の

肥大化、福祉国家への依存、経済成長の鈍化の中で、行き詰った福祉国家を打破する新たな政策

として提唱された、「市場メカニズムを前提として財布の役割を強化し個人のインセンティブを

引き出し、生活能力を高めるという考え方（ワークフェア）」である46。これまでのセーフティ・

ネットを重視する政策が、社会保障費の肥大化、大きな政府を招き、社会保障への依存というモ

ラルハザードを生じさせ、社会の沈滞化につながったという反省から、ワークフェア思想にシフ

トしていく中で、労働による稼得行為と減税や給付を直接リンクさせ労働インセンティブ高める

給付つき税額控除の活用が行われていったのである。 

給付つき税額控除のメリットは多く、米国を皮切りに、英国、フランス、オランダ、韓国等

数多くの先進国がそれぞれの国情に応じた形での導入を行い、大きな成果をあげている。給付つ

                                                           
43 森信（2008）p.9. 
44 森信（2008）p.15. 
45 森信（2008）p.10. 
46 森信（2008）p.12. 
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き税額控除の利点は、第 1 に歳出行為である給付（社会保障支出）と税額控除を組み合わせるこ

とにより、税制と社会保障との一体運営が可能となり、政策が効率的・効果的に行われることに

なる47。所得控除は、累進税率のもとでは、高所得者の税負担をより多く軽減する逆進的な効果

を持つだけでなく、課税ベースを大きく縮小させ財源調達機能を損なわせる。そこで、課税最低

限近くの層をターゲットとする政策税制としては、課税ベースの侵食を限定的にし、より税負担

軽減効果の大きい税額控除の方が有効である。さらに、税額控除額以下の所得者層をもその対象

とするため、控除し切れない不足分を給付するという制度設計を行えば、より有効性が高まる。 

第 2 の利点は、労働による稼得行為と控除額をリンクすることにより、労働インセンティブ

を高め、就業率の拡大につなげる効力を持つ。他方で、働かなくても給付が受けられるというモ

ラルハザードや、働いて所得が増えても税負担がかかるので手取りは増えないという「貧困の罠」

の問題を縮小させ、「勤労を通じて所得を得る」という基本原理のもとで勤労する低所得者層へ

の支援策を確立することができる48。 

制度設計を行うときの留意点として、第 1 に何を政策目標に掲げ、どのような人たちをター

ゲットにするのかを、明確にしなければならない。就労促進を目的におく場合、特定の所得を超

えるにしたがって給付額が減少していくこの制度の下では、就労を抑制する効果が働く可能性が

あるということである。 

例として、生活保護制度では、収入を増やしてもそれに伴い控除額が少なくなり、収入の大

半を収入認定額として生活保護費から差し引かれてしまう問題がある。加えて被保護世帯の大部

分は、高齢者世帯・傷病・障害者世帯の非稼動世帯であるので、彼らに対しては、就労促進効果

が期待できない。 

第 2 に、不正受給をどのように防止するかという点である。この制度を導入している米国で

は 20%を超える不正受給が政治的問題となり、IRS（内国歳入庁）による様々な改善が行われた

49。給付に伴う公平性を確保するためには、導入当初の英国のように、給付事務を年末調整時に

会社レベルで行う制度設計にすれば、会社事務は増加するものの不正受給を防止できる。他方で、

個人事業者の所得の正確な補足が必要となるが、それへの対応としては、納税者番号の導入の検

討が必要となる。 

第 3 に、本制度は、税務当局が給付を行うことになるが、税務当局は課税最低限以下の人に

ついての所得情報を持っておらず、社会保険事務所や地方自治体から情報提供を受ける必要があ

るという点である。 

 日本はセーフティ･ネットも薄く、各国で行われている給付つき税額控除をそのまま導入する

ことは困難であり、本格的な導入には時間がかかるが、現行の制度と組み合わせ、徐々に制度を

変え、将来的に本格的導入を行えば、貧困から人々を救う手立てとすることができる。 

 

 
                                                           
47 森信（2008）p.42. 
48 森信（2008）p.43. 
49 森信（2008）p.46. 
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むすびにかえて 
 

 働いているのに所得が伸びず生活保護水準以下の生活しかできないワーキングプア問題。なぜ

人々はワーキングプアに陥り、そこから抜け出せなくなるのか、抜け出すにはどうすればよいか

を分析・検討してきた。 

 2002 年 2 月から 2007 年 10 月まで続いた「戦後最長の景気拡大」の実情は、輸出で利益を上

げ、労働者の給与の引き下げや正社員から非正規社員への転換によってコスト削減を削減した大

企業だけが高い成長を遂げ、労働者たちはその成長から取り残される形となった。2008 年から

の景気後退で、企業は雇用を維持する体力を失い、更に多くの貧困者、ワーキングプアに陥る人

が出てきている。 

 貧困に陥ってしまう人が増加しているのは、十分な雇用・失業対策が行われていないことが原

因である。給付期間が短い雇用保険や、守られない労働者の権利、更には最後のセーフティ・ネ

ットであるはずの生活保護が機能しておらず、仕事を失ってしまった人だけではなく、仕事をし

ている人でさえ貧困に陥ってしまうのである。 

 ワーキングプアから抜け出すには、既存の制度の十分な利用に加え、更に様々な政策を打ち出

していかなければならない。既存の制度としては、生活保護制度の適正な運用と労働組合の結

成・参加である。生活保護を希望するものは誰でも申請する権利を持っているので、不正な申請

拒否に対して対策を打つことは可能である。雇用主に対して弱い対場に陥りやすい労働者は、労

働組合を結成することによって、雇用主と対等に交渉することが可能になる。 

新しい制度では、最低賃金の引き上げを行うことがワーキングプア解消に非常に有効な手段

である。最低賃金の引き上げは企業の利潤を逼迫し、国際競争力を失ってしまうという意見もあ

るが、欧州では最低限度の生活を送れるだけの最低賃金設定がされており、うまく機能している。

最低賃金を上げることにより、家計の収入も増え内需の拡大、それに応じて企業の利益の増大、

労働者の給与が増える、更なる内需の拡大といったプラスのサイクルが形成されると考えられる。

最低賃金引き上げの議論が活発化している 2009 年現在、最低限度の生活を送ることができる最

低賃金額を保障してもらえるよい機会である。 

日本の社会保障制度を維持するために、負担の引き上げを保険料や消費税でまかなう場合、

その負担は逆進的になりやすい。そうした逆進性を緩和し、格差を縮小させ、税制と社会保障政

策を同時に効率よく行うためには、給付つき税額控除の導入検討を行うべきではないだろうか。 

このまま何も対策を行わなければ更に多くの人がワーキングプアに陥ることは目に見えてい

る。一から雇用関係を見直し、社会保障を充実させることにより、これ以上ワーキングプアに陥

ってしまう人を出さないようにし、ワーキングプアに陥ってしまっている人を救い出していかな

ければならない。 
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論文 

雇用形態による格差問題と新しい雇用システムの展望 
平山 竜也 

 

はじめに 
 

厚生労働省が発表した「平成 21（2009）年版労働経済の分析」は、「雇用の安定を基盤とした

安心できる勤労者生活のために」と題して、2008 年秋の金融不安により大きく縮小に転じた日

本経済とそれに応じて急速に悪化した雇用情勢について分析している。そして報告内で、正社員

に関しては雇用維持努力が見られるが、非正規雇用者を用いた雇用調整が増加し、不安定な就業

下にある若年層を中心に大きな影響があったと述べている。厚生労働省はこの問題に対して「雇

用の安定を基盤に仕事の働きがいを通じて経済・産業活動を活発化させるとともに、経済活動の

成果を適切に分配し、豊かで安心できる勤労者生活を実現することのできる雇用システム」の構

築を提言している1。 

本論文ではまず日本型雇用慣行の歴史を振り返り、正社員と非正規雇用者の間での格差を生む

要因がどこにあるのかを明らかにしたい。それを踏まえた上で、上記の雇用システムを実現して

いくために政府や企業、個人においてどういった取組みが為されるべきかを考察していく。 

 

1．日本型雇用慣行の変遷 
 

1.1 高度経済成長期の社会政策 
 

日本における雇用政策の本格的な形成は、第 2 次世界大戦後、特に 1960 年代から 70 年代にか

けての高度経済成長期においてである2。戦後の政府は国民の生活保障を確保するために、社会

保障制度の充実よりも国民経済の繁栄、とりわけ雇用安定政策を通じた国民生活の向上に重点を

置いており3、池田勇人内閣で掲げられた「国民所得倍増計画」は、正にその象徴ともいえる政

策であった。「国民所得倍増計画」の目的は、輸出増進による外貨の獲得を主要な手段として国

民総生産を倍増させ、労働力需要の拡大を図り失業問題を解決し、国民の生活水準を引き上げる

ことにあった。更にこの過程で、地域間・産業間における所得格差を是正することも目的として

いた。 

戦後が一段落した1956年から第一次石油危機が起こる73年までの日本の経済成長率の平均は

9.1％であり、驚異的な成長をしていたことが窺い知れる4。一般的にこのような高い経済成長は

豊富な税収や保険料収入をもたらし、福祉国家であれば社会保障制度の拡充を促す方向に働くが、

                                                           
1 厚生労働省（2009）． 
2 高橋（2008）p.29． 
3 岡本（2010）p.217． 
4 社会実情データ図録（2009）． 
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日本の高度経済成長はむしろ社会保障の発展を中途半端なものに留める働きをした5。 

 

1.2 戦後日本型雇用慣行の特徴 
 

長期雇用慣行 

高度経済成長期の日本は若年労働力が豊富であり、企業側もこの労働力を欲していたため、毎

年多くの新規学卒者が採用された。しかし、新規学卒者の多くは未熟練労働者であり、企業内で

の教育訓練を通して、一人前の技能労働者に育成していかなければならず、そのために長期間の

雇用を行う必要があった6。こうした意図から、長期雇用慣行の強化版ともいえる終身雇用制が

形成され、企業経営の安定と労働者の生活安定の面からも労使間双方の利害が一致していたため、

より一層長期雇用が慣行化されていくことになる。 

このような現象は自然に生まれた訳ではなく、完全就業を重視する政策を何よりも優先した政

府の政策の結果でもあった。米価支持政策を始めとした農業政策や手厚い中小企業政策、国土開

発計画等の地域政策、雇用の創出を目的とした公共事業はその代表的なものであった。これらの

政策と長期雇用慣行の定着の結果、企業間・産業間・地域間の所得格差は縮まっていき、社会保

障に頼らない平等化が進み、一億総中流と呼ばれる国民意識を生み出すことになった7。 

 

企業依存型福祉システム 

戦後の日本において国民の生活維持に企業が果たした役割は、雇用を通じた賃金の支払いばか

りではなく、配偶者手当、扶養者手当、住宅手当等の充実した生活手当によって家族形成を支援

し、大手企業を中心に手厚い退職金、企業年金制度が設けられ、引退後の社員の豊かな生活を保

障してきた8。正社員は各々の企業の経営に生活を結び付けられ、労働組合も企業毎に組織化さ

れたことで、組織の中での運命共同体意識を強く持つようになり、会社主義が一般化したことは

日本企業の成長にも関与して、福祉の世界においても重要な役割を果たすようになったのである

9。 

 

夫婦分業型家族システム 

戦後の日本における国民生活のあり方について見逃してはならないもう 1 つの特徴は、世帯主

としての夫が働きに出る一方、妻は家庭内で家事や育児に専念するという夫婦分業型の家族モデ

ルが前提にされてきたことである。このような家族のあり方は日本の長期雇用システムや、企業

福祉システムと表裏一体の関係にあった。長期雇用システム下での年功賃金や企業福祉モデル下

での充実した生活手当があったからこそ、現役世代の夫が働くだけで家族全体の生活費や老後の

                                                           
5 岡本（2010）p.217． 
6 高橋（2008）p.29． 
7 岡本（2010）pp.217-218． 
8 山田（2007）pp.149-150． 
9 岡本（2010）p.217． 
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生活費を賄うことができた。つまりこの夫婦分業型家族システムの下で、夫が会社人間として仕

事に没頭することを条件に、企業は年功賃金や手厚い企業福祉を提供したともいえる10。 

公的年金制度の面においても、第 3 号被保険者制度は専業主婦が国民年金に加入する際に保険

料支払いを免除することを保障し、女性が家庭に入ることを優遇する制度になっている上、働い

た場合に年収が税法で 103 万円、被扶養家族としての社会保険で 130 万円を超えると有利な扱い

を受けられない11。保育・介護インフラの整備の遅れも、女性の社会進出を阻害し夫婦分業型家

族システムを促進する要素になっていたといえる。 

 

1.3 バブル経済の崩壊と雇用調整 
 

日本経済は 1980 年代後半から、バブル景気と呼ばれる空前の好景気を迎え、企業は豊富な資

金力を武器に、積極的な設備投資を行い、生産力の拡大のために雇用量の増加を図っていった。

ところが 90 年代初頭になると、バブル経済が崩壊してしまい、株価や地価は大暴落し、企業は

設備投資や雇用量の増大を抱えることになり、資金面で苦境に立たされることになる12。 

バブル経済崩壊後も日本企業の多くは、三種の神器と呼ばれる終身雇用・年功賃金・企業別組

合を、戦後日本型雇用システムとして保持したままで景気悪化に伴う人件費負担増に対処しよう

とした。その基本構造は、中心部に日本型雇用慣行の対象となる正社員、周辺部に流動的で年功

が適用されない非正規雇用者が位置する二重構造となっており、それを前提としつつ、企業は景

気後退期に必要となる人件費の調整を以下の手法を用いて行ってきた13。 

第 1 に新規学卒者採用の抑制である。4 月から正規雇用で一括採用し、長期雇用を前提として

企業内で技能を養成する日本型雇用慣行の見直しがあると考えられる。そもそも、重い人件費の

主たる要因である中高年を解雇するということは、これまでの多額の人的投資の回収を困難にす

るため、企業にはそれを回避しようとする力が働く。整理解雇に関しては、①人員削減には高度

の経営上の必要性があること、②解雇を回避するあらゆる努力を尽くしたこと、③被解雇者の選

定基準と人選の仕方が合理的かつ公正であること、④労働者個人及び労働組合に対して必要な説

明・協議を行い、納得を得る努力が尽くされていることという 4 つの要件が判例法理として確立

されている14。そのため多くの企業は、人件費はかかるが中高年社員を抱え続けた方が、経済的

な合理性に適うという判断をし、中高年の既得権はそのまま維持される形となった15。そして、

定年や結婚による退職者の発生に伴う自然減と合わせ、人件費の増幅を緩和してきたのである。 

第 2 に非正規雇用を活用した人員調整である。80 年代の頃から非正規雇用者は存在し、企業

は出稼ぎ目的の農業従事者を期間工として雇い、雇用の調整弁に使っていた。しかし、期間工の

主たる層は一家の柱となる扶養者が多く、労働組合からも期間工を雇うことへの反発は強かった

                                                           
10 山田（2007）p.152． 
11 三木（2009）pp.146-153． 
12 高橋（2008）p.33． 
13 山田（2007）p.32． 
14 成瀬（2006）p.132． 
15 鹿嶋（2005）p.182． 
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16。そこで新たな雇用調整弁として注目されたのが主婦であり、企業は彼女等をパートタイマー

として雇うことで賃金コストの抑制を図るようになった。こうした非正規雇用者は雇い止めとい

った雇用調整が容易であるため、不況で労働需要が急激に落ち込んだ時に、既存正社員の雇用調

整を避けるための人員調整の役割も果たしてきた。 

第 3 に賞与や時間外給与の調整である。これは正社員の解雇を回避するために、1 人当たりの

賃金の削減を図ったものである。そもそも日本の賃金構成の特徴は、賞与や時間外給与という変

動費部分の割合が高いことにあるため、景気後退時には賃金調整を優先して雇用調整を緩和して

きた。これは戦後の低失業率が実現された 1 つの要因になっていたとも指摘されている17。 

 

1.4 戦後日本型雇用の見直し 
 

日本の長期雇用慣行は、雇用を長期的に固定化することにより、企業経営の安定化、労働生活

の安定化に寄与するものとして伝統的に支持されてきた。しかし、バブル経済崩壊後の不況の長

期化により、資本家は企業の倒産、大量失業者の出現等の経済的悪循環の下で、リストラを始め

とした経営方針の転換を迫られた18。正社員も例外ではなく人員削減の対象となり、長期雇用慣

行は後退の一途を辿ることになる。 

戦後日本型雇用システムが見直される流れの中、1995 年に当時の日本経営者団体連盟（現・

日本経済団体連合会）が、「新時代の『日本的経営』－挑戦すべき方向と具体策」と題する文書

を公表した。その内容は、労働者を「長期蓄積能力活用型グループ」「高度専門能力活用型グル

ープ」「雇用柔軟型グループ」に分類し、労働者の階層化を図るものであり、労働力の流動的・

弾力的な活用を目指し、総人件費を抑えるという狙いのものであった。分類された「長期蓄積能

力活用型」以外は全て有期雇用契約、昇給無し、退職金・企業年金なしという処遇であり19、こ

のような雇用戦略を実行するためには、弾力的な労働力の調達を可能にする労働市場の形成が必

要である。その後、この要請に呼応するようにグローバリズムの進展に応じた規制緩和の中で労

働契約法制、解雇法制、労働時間法制等の整備が進められることになる。 

政府は 2002 年 3 月には「規制改革推進 3 か年計画」の改定を閣議決定し、労働・雇用の基本

方針として、「人口高齢化に伴い個人の職業人生は長くなる一方、個別企業、産業の栄枯盛衰の

テンポは速くなっており、就職から定年退職まで一企業で雇用を保障するのではなく、労働市場

を通じて雇用を保障していく体制への移行が必要となる」と述べた上で、「労働市場の規制の在

り方は、より市場を通じた雇用保障を拡充すべく職業紹介規制の緩和等を図ると共に、派遣労

働・有期労働契約の拡大等多様な就業・雇用形態に対応し得るよう改革に取り組む」いう計画を

打ち出している20。 

                                                           
16 仁田（2008）pp.51-52． 
17 山田（2007）p.33． 
18 高橋（2008）p.34． 
19 風間（2007）pp.278-280． 
20 内閣府（2002）． 
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2．雇用の流動化政策と非正規雇用の広がり 
 

2.1 雇用形態の定義 
 

非正規雇用形態の中にも様々な雇用契約形態がある。本項では本論文内において挙げられてい

る種々の雇用形態の特徴を理解してもらうために、定義を取りあげた上で簡潔な説明をする。 

 

正社員 

正社員とは、一般的に使用者と雇用者との継続的な雇用関係において、使用者の元でフルタイ

ムの従業をする期間の定めがない労働契約を締結している雇用者を指す。法的な定義はなく、非

正規雇用者と区別するために用いられており、正社員という言葉自体が、長期雇用という雇用慣

行から生まれたものである21。 

 

パートタイマー 

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（以下「パートタイム労働法」）の第 2 条に

おいて、「この法律において『短時間労働者（パートタイマー）』とは、一週間の所定労働時間が

同一の事業所に雇用される通常の労働者（当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に

従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労

働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者）の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をい

う」と定義されており、アルバイトや準社員等、呼び方が異なっていても、この条件に当てはま

る労働者であれば、パートタイマーとしてパートタイム労働法の対象になる22。 

 

契約社員 

期間工や期間従業員とも呼ばれ、法律による定義はないが、パートタイマーは所定労働時間が

正社員に比べて短い者であるのに対して、期間の定めの有無という点での分類が為される。雇用

形態に期間の定めがあり、かつ短時間労働を行う者は、契約社員であり、パートタイマーである

ということになる。有期契約であるため、通常は担当する業務が季節的、臨時的な性質を持って

いることになり、契約社員を雇う場合には、その雇用目的を明確なものとし、目的に応じた業務

内容、労働条件の決定を行うことで正社員との処遇を区別する必要がある23。 

 

アルバイト・フリーター 

アルバイトという呼称は、それ自体が様々な雇用形態を含むが、日本においては主に学生にと

っての学業等、業務以外の目的との調和が念頭に置かれる。アルバイトの雇用目的は主に労働力

                                                           
21 山中・丸尾（2006）p.106． 
22 厚生労働省（2008）． 
23 山中・丸尾（2006）pp.109-110． 
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の補填、時間外、深夜帯の勤務等を行うという点にある。そして、これに業務以外の目的との両

立という働く側のメリットが加味されることで、アルバイトは正社員に比べて短時間の勤務であ

るか、一定の期間に限定した勤務となり、パートタイマーに比べて労働時間帯や労働契約の期間

が不規則、不定期なものとなるのが普通である24。 

学業を終えた後も定職に就かず、あるいは就くことができず、学生時代と同様のアルバイト形

態の仕事を続けている者は、通常フリーターと呼ばれる。厚生労働省はその実態調査のために、

就業している者については勤め先における呼称が「アルバイト・パート」である雇用者、無業の

者については家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者とフリーター

を定義している25。2003 年の国民生活白書では「15～34 歳の若年（ただし、学生と主婦を除く）

のうち、パート・アルバイト（派遣等を含む）及び働く意志のある無職の人」という新しい定義

も用いられている26。 

 

派遣労働者 

労働者派遣は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関す

る法律」（以下「労働者派遣法」）の第 2 条１項に、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の

下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他

人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」と明

記されている。そして、派遣労働者については同条 2 項で「事業主が雇用する労働者であつて、

労働者派遣の対象となるものをいう」という説明がされている。即ち派遣労働者は、派遣元企業

に雇用され、派遣先企業から指揮されるという、雇用契約の相手方と指揮命令を受ける者が異な

ることに特徴がある27。 

派遣労働者の中でも、常用型派遣労働者は派遣先の有無に関わらず、派遣会社に常時雇用され

ている者を指し、登録型派遣労働者は派遣会社に登録しているだけで、派遣先が決まった段階で

派遣会社と派遣労働契約を結ぶ者を指す。 

 

請負・委任 

民法第 632 条に「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事

の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」という条文、

第 643 条に「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承

諾することによって、その効力を生ずる」という条文がある。即ち、請負はある仕事を自己が雇

用する労働者を指揮命令して、労働の結果としての完成、つまり行為の結果を目的としているが、

委任は事務を処理すること、行為そのものを目的とした雇用契約である。 

企業が、人材会社から労働者の派遣を受けているにも関わらず、形式的に請負と偽り、労働者

                                                           
24 山中・丸尾（2006）p.110． 
25 厚生労働省（1991）． 
26 内閣府（2003）． 
27 高島・宮本（2004）p.2． 
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の使用に伴う責任を免れようとする行為は「偽装請負」と呼ばれ、職業安定法の第 44 条に規定

されている「労働者供給行為の禁止」に触れる法律違反である28。企業が他社の労働者を指揮命

令して使うには、労働者派遣法に基づき使用者責任や労働安全上の義務を負う派遣契約を結ぶ必

要があるが、こうした責任・義務を免れようとする目的から、派遣労働者の受け入れが禁止され

ていた製造業で広く行われていた。 

 

嘱 託 

法律による定義はないが、一般的には定年後再雇用される場合に嘱託という呼称が使われる場

合が多い。一旦退職した後の再就職であるため自由な雇用契約を結ぶことができ、企業にとって

は以前の年功序列の賃金体系を取らなくて済む経費の節減ができるメリットがある。定年前と同

じように指揮監督下に置かれるため、労働法は適用される。高齢社会下で 65 歳まで定年を延長

するという社会的要請の中、嘱託社員は増加傾向にある。定年後嘱託者には、期間雇用と短時間

就労という両面が見られることが多いが、長期雇用システムの下での基本的な雇用契約を終了し

た後の雇用形態であることに特色がある29。 

 

2.2 人材派遣事業の成立 
 

職業安定法と人材派遣事業 

職業安定法の第 44 条で「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、

又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させては

ならない」という労働者供給事業の禁止、第 45 条で「労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受

けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる」という労働者供給事業の許可の条文が

明記されている。職業安定法は職業紹介に関する基本法であり、第 1 条に記されている「労働力

の需要供給の適正かつ円滑な調整と運営の確保」及び、「能力に適合する職業に就く機会の付与

及び産業に必要な労働力の充足」を達成することにより、「職業の安定を図るとともに、経済及

び社会の発展に寄与すること」を最終的な目的としている30。 

非正規雇用形態の 1 つに数えられる人材派遣事業は、職業安定法第 44 条「労働者供給事業の

禁止」に反するものとして否定的に考えられていた。労働者派遣制度は景気が悪くなった場合に、

一斉に契約を切ることができるため、企業の雇用調整に利用される雇用の不安定化の恐れや、企

業にとっても直接雇用と比べて派遣業者が介入することで、同じ労働を提供しても労働の対価の

一部を派遣会社に取られてしまうデメリットがあった。しかし、自己のライフスタイルを守るた

めに、契約社員を希望する労働者の声や、不況期においては労働者が派遣会社に所属することで、

より条件のよい就業先を探すことが可能となるという利点があること31、競争力の強化が求めら

                                                           
28 高島・宮本（2004）p.5． 
29 山中・丸尾（2006）p.111． 
30 高橋（2008）p.418． 
31 高島・宮本（2004）p.17． 

 31



香川大学 経済政策研究 第 6 号（通巻第 6 号） 2010 年 3 月 

れている中での企業の人材派遣事業への需要の高まり、労働市場における労働力の流動化の促進

政策を積極的に進めようとする財界の後押しがあり、国も一定の法規制を前提に人材派遣事業を

承認する方向に転じてきた32。 

 

労働者派遣法の制定とその改正の歴史 

1985 年に労働者派遣法が制定、86 年 7 月に施行されるが、この段階では対象業務はソフトウ

ェア開発やファイリング、秘書等の専門職 13 種と大きく限られていた。労働者派遣法の規制緩

和を望む情勢はその後も高まり続け、96 年の法改正で対象業務が 26 種へと拡大し、99 年には港

湾運送、建設、警備、医療、製造以外での派遣を解禁するという対象業務原則自由化の法改正が

行われた。99 年労働者派遣法の原則禁止から原則自由化という改正は、可能業務を列挙するこ

とから禁止業務を列挙することへの大きな方向転換であり、ポジティブリスト方式からネガティ

ブリスト方式への転換を意味している33。この 99 年の法改正は、財界や政府が追及してきた雇

用分野での規制緩和の集大成であったが、労働者派遣制度が臨時的・一時的な労働力の需給調整

制度である面を強調し、派遣期間を原則 1 年としたことから、派遣労働者が 1 年で職を失う事例

が頻繁に発生した34。 

そこで 2004 年施行の法改正では、雇用の安定確保を考慮して、96 年労働者派遣法で派遣が認

められていた専門職 26 業務についての派遣受入期間の制限は撤廃され、99 年に自由化された一

般業務についても、従来は 1 年に制限されていた派遣期間が 3 年に延長された。更に雇用形態の

多様化、日本国内の規制緩和の流れを汲むものとして、物の製造業務や福祉医療関連業務での派

遣も 1 年間という期間制限で解禁されることになる35。派遣元事業主が派遣労働者・派遣先に対

して職業紹介を行い、一定の派遣期間を経て、最終的な直接雇用を前提とする紹介予定派遣も

2000 年から解禁されていたが、この法改正で制度化され、それまで禁止されていた派遣労働者

と派遣先企業の派遣前の接触が認められるようになった36。 

 

2.3 労働者派遣事業に見た非正規雇用者の劣位性 
 

労働者派遣法が持つ 2 つの役割 

上記のように、労働者派遣法は短期間で度重なる改正が行われてきたが、派遣労働者の保護や、

派遣労働者を活用する企業の正社員の保護に留意しながら、労働者派遣制度を利用し易くする方

向で改正が重ねられてきた。 

派遣労働者の保護に着目してみると、派遣労働者は雇用関係がない派遣先から指揮命令を受け

るという、雇用の面で不安定な地位に置かれるため、適正な就業環境等の労働条件を確保するこ

                                                           
32 高橋（2008）p.393． 
33 山中・丸尾（2006）p.25． 
34 高島・宮本（2004）p.18． 
35 高橋（2008）p.394． 
36 厚生労働省（2008）． 
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とを目的として法的規制が為されている。そして派遣受入期間の制限が設けられている業種には、

その期間を超えて雇いたい場合、直接雇用しなければならないという直接雇用申込み義務が発生

する37。 

正社員の保護に着目してみると、労働者派遣法では従来からの専門職 26 業務と正社員が中心

となる一般業務とで、派遣期間の制限等の点についてその規制内容を変えている。大きく変容し

たとはいえ、日本の雇用社会は長期雇用システムが基盤となっており、99 年の労働者派遣が原

則自由化されて以降の派遣労働者の増加が、このシステムにおける正社員の地位を脅かすものに

なったことは否めない38。 

この 2 つの視点から労働者派遣法を見てみると、同じ労働者の立場にある正社員と派遣労働者

の利害が合致しないことが分かる。本論文を読む上でも現行の労働者派遣法では、特に後者の正

社員の保護の面が強いことに留意してほしい。 

 

派遣労働者を使用者が雇う理由 

上記の規制緩和に伴い、90 年代半ばから増加傾向が著しくなった派遣労働者であるが、企業

が非正規雇用者を雇う理由の 1 つとして挙げていたのは、「簡単な仕事内容だから」というもの

であった39。しかし、実態として企業が派遣労働者を雇うメリットとして考えられる理由として

は、まず第 1 に派遣会社に費用を負担してもらうことによる採用コストの削減及び採用リスクの

軽減、第 2 に業務の繁忙期や急な退職者が出た場合等の欠員への対応、第 3 に人件費とそれによ

って得られるサービス、すなわち費用対効果が把握しやすいこと、第 4 に一度雇うと解雇が難し

い正規社員と違い派遣受入期間の上限があるため、雇用責任の軽減が図れること等が挙げられる

40。 

非正規雇用者側が持つ大きなデメリットが、その不安定な雇用状態であるが、労働者の生活を

奪う使用者からの一方的な解雇は、当然労働者側からの強い抵抗があり、法による規制もある。

一般に、労働基準法第 89 条以下に明記されている「就業規則」には解雇の原因となる行為、普

通解雇事由が定められてあり、これに違反すれば解雇されることになるが、最高裁判所は 1975

年の日本食塩製造事件において「使用者の解雇権の行使は、それが客観的に合理的理由を欠き社

会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になる」との法理

を確立した41。その後の裁判ではたとえ労働者に就業規則違反等の落ち度があったとしても具体

的な事情から考えて「解雇権の濫用」に当たる解雇内容であればその解雇は無効であるとして、

使用者による解雇権の行使を制限してきた。ところが正社員の解雇に関しては従来の法理が適用

されても、非正規雇用は有期契約であるため、大抵の場合は期間満了時には雇用を失うことにな

る。有期雇用が急速に広がる一方で、短期契約の雇い止めという形をとった解雇が多く行われる

                                                           
37 山中・丸尾（2006）p.57． 
38 山中・丸尾（2006）p.5． 
39 厚生労働省（2003）． 
40 高島・宮本（2004）pp.13-15． 
41 仁田（2008）p.39． 
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ようになっている。 

 

2.4 構造改革下での非正規雇用の広がり 
 

構造改革の目的とその内容 

1990 年代から続く平成不況に対して、小泉内閣による構造改革が敢行された。その内容は「効

率性の低い部門から効率性や社会的ニーズの高い成長部門へヒトと資本を移動する」ことにより

経済成長が実現でき、そのために「市場の障害物や成長を抑制するものを取り除く」（2001 年，

経済財政諮問会議）必要があるというものであった42。この構造改革路線では、経済の再生が自

ずと社会の再生、ひいては雇用の再生に繋がるという前提が暗黙の了解として存在した。企業収

益が回復すれば企業は投資を増やし、雇用に対する需要も増えると考えていたのである。 

そこで、企業の競争力強化のために抜擢されたのが非正規雇用者である。その安価な労働力は

利益体質の強化の役目を担うに当たって正に適役であった。2000 年代に入ると非正規雇用者は、

賃金コストを安く済ませる人件費削減の切り札として活用され、派遣労働者やパートタイマー、

請負等といった非正規雇用者の存在は臨時の要員ではなく、重要な働き手、会社の支え手として

従業員の列に組み込まれるようになった。 

 

構造改革の結果 

2000 年代に入ってから顕著に見られる変化が、青年や女性を中心に「フルタイム型非正規労

働者」が増加していることである。2005 年では、非正規雇用者全体の 42.7％に当たる 679 万人

の所定労働時間が 35 時間を越えており、25～34 歳ではその比率が女性は 50.7％、男性は 74.0％

にも達した。派遣労働や請負業務等の間接雇用が占める割合も増加しており、派遣労働者は 99

年の対象業務の原則自由化の影響により、96 年では 72 万人だったものから 06 年には 321 万人

へと 10 年を経て 4.5 倍に急増している43。パートタイマー、派遣労働者等が雇用者に占める割合

を示す非正規雇用者比率は 1980 年代後半以降緩やかな上昇傾向を続けており、2008 年には過去

最高の 33.9％を記録した44。 

構造改革の結果として、企業の業績回復への寄与は確かにあったものの、労働者の所得向上は

遅れ、力強い改善は見られなかったことに加え、雇用の質の低下がメディアで度々取り上げられ

るようになる。正社員並に、あるいは正社員としてフルタイムで働いていても、生活保護の受給

水準に満たない収入しか得られないワーキングプアと呼ばれる就業者や、いつ雇用が打ち切られ

るか分からない非正規雇用者の増大は、雇用格差という社会問題として国の課題となり、企業の

社会的責任も問われるようになったのである。 

 

 
                                                           
42 田代（2006）p.14． 
43 日本弁護士連合会（2008）． 
44 社会実情データ図録（2009）． 
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3．非正規雇用に伴う格差問題 
 

3.1 非正規雇用者の保険格差 
 

非正規雇用者の雇用保険未加入問題 

週の所定労働時間が 30 時間以上の常用及び登録型の派遣労働者は「一般被保険者」として、

20 時間以上 30 時間未満の常用及び登録型の派遣労働者は「短時間労働被保険者」として雇用保

険に加入することができる。ただし、登録型の派遣労働者については、同じ派遣元に 1 年以上引

き続き雇用されることが見込まれていることが雇用保険に入る条件となっており、1 年未満の雇

用であればその労働契約と次の労働契約との間隔が短く、その状態が通算して 1 年以上続く見込

みがなければ雇用保険に加入することができない45。これはパートタイマー等の非正規雇用者も

同様である。 

2005 年に厚生労働省が発表した「派遣労働者実態調査結果の概況」によると派遣元との雇用

契約の期間は、「期間の定めはない」26.1％、「3 ヶ月以上 6 ヶ月未満」24.5％、「6 ヶ月以上 1 年

未満」22.5％の順で多くなっている。これを性別に見ると、男性は「期間の定めはない」が 39.4％

と最も多く、次いで「6 ヶ月以上 1 年未満」22.7％、「3 ヶ月以上 6 ヶ月未満」18.4％の順となっ

ており、女性は、「3 ヶ月以上 6 ヶ月未満」が 28.1％と最も多く、次いで「6 ヶ月以上 1 年未満」

22.4％、「期間の定めはない」18.3％の順となっている。派遣労働者の種類別に見ると、常用型で

は「期間の定めはない」が 43.2％と最も多く、次いで「6 ヶ月以上１年未満」23.5％、「１年以上

3 年未満」14.6％の順となっている。登録型では「3 ヶ月以上 6 ヶ月未満」が 31.7％と最も多く、

次いで「6 ヶ月以上 1 年未満」21.9％、「1 ヶ月以上 3 ヶ月未満」16.5％の順となっている46。 

同じ派遣労働でも「1 年以上、もしくは期間の定めはない」雇用契約は常用型の 59.0％と比べ

て、登録型が 28.9％とかなり低く、雇用保険の加入を避ける意図があることが窺い知れる。そも

そも派遣労働者自体が、従業員への賞与や各種の手当て支給を逃れ、名目上の派遣元会社にて時

間給と残業代だけを算定基礎にして社会保険料を少なくすることができるため、派遣労働者を雇

うメリットの 1 つとして機能している。偽装請負も実質的には自社直接雇用の従業員を、名目上

の請負人に置き換えることにより、事業主が社会保険適用を逃れる目的がある。 

 

失業保険制度の問題 

失業保険に関しては、会社都合の失業であれば 7 日以内に失業給付の手続きができ、翌月から

支給が開始されるが、自己都合の失業の場合は退職後 3 ヶ月の給付制限を課されるため、4 ヵ月

間無収入状態になる。給付日数も会社都合であれば最大 180 日、自己都合は最大 90 日と倍の違

                                                           
45 高橋（2004）p.403． 
46 厚生労働省（2005）． 
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いがある47。企業にとっては会社都合退職の場合、退職金の上乗せを請求されることや行政から

の助成金が減らされる恐れがあるため、なるべく自己都合で退職してほしいという理由があり、

離職後に派遣会社から悪条件・遠距離等の条件に見合わない職場を紹介して断らせ、会社都合で

はなく自己都合に変更させられるといったケースもある48。 

 

非正規雇用者の保険格差問題に対する政府の対応 

上述した雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能、離職者に対す

る再就職支援機能の強化を重点に置いて、雇用保険制度が改正され、2009 年 3 月に施行された。

その改正により、登録型派遣労働者の雇用保険適用基準が緩和され、6 ヶ月以上の雇用の見込み

があれば保険へ加入できるようになり、3 年間の暫定措置ではあるが、解雇や労働契約が更新さ

れなかったことによる離職者について、再就職が困難であると認められた場合に、給付日数を

60 日分延長できるようになった49。保険加入逃れは、予備知識のない労働者にとっては深刻な被

害を受ける問題であり、このような行政主体での早急な対応が望まれている。 

 

3.2 フリーターの貧困問題 
 

フリーターの収入格差 

1990 年代後半以降は男性のフリーターが急増している。パートタイマーの年齢層別割合では、

20～24 歳の男性のおよそ 5 人に 1 人が非正規労働者として働いている。この割合は他の年齢層

の男性と比較して顕著に高くなっている。フリーターを構成する年齢層に関しては、90 年代は

15～24 歳が 25～34 歳の倍を占めていたが、2000 年代に入ってからは 20 代後半にピークがシフ

トし、08 年には遂に 25～34 歳のフリーターの数が 15～24 歳より多くなるという逆転現象が起

こっている50。30 代のフリーターが急増しており、フリーター生活の長期化が懸念されている。 

2006 年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づき、みずほ総合研究所が試算した生涯

賃金は、正社員で一生を過ごす男性の場合 2.32 億円、女性の場合は 1.78 億円であり、一生を非

正規雇用者（週 25 時間労働）で過ごす男性の場合の 0.62 億円とでは、生涯賃金で約 1.7 億円の

差がつく51。パートやアルバイトに属するフリーターだと更に差が大きく、15～34 歳のパートタ

イマーの平均年収は約 106 万円に留まっており、高校卒業後フリーターを続けた場合その生涯賃

金は約 5200 万円と、正社員と比較してあまりに差が大きい52。いずれにしても正社員と非正規

雇用者の賃金格差は歴然としているが、元々低いフリーターの賃金が更に低下していくという動

きも見られている53。 

                                                           
47 吉田（2007）pp.280-283． 
48 高井・鴨（2009）pp.66-67． 
49 厚生労働省（2009）． 
50 社会実情データ図録（2009）． 
51 週刊東洋経済（2007）． 
52 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（2004）． 
53 丸山（2004）pp.97-98． 
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フリーターのワーキングプア化 

そもそもフリーターが属するパートタイマーの低劣な労働条件は、家計補助的就労形態として、

世帯における夫や父等の正社員として雇われている人間が存在し、その収入があることを前提に

して初めて正当化されるものであり、1980 年代は家庭主婦を中心とするパートタイマーや学生

を中心とするアルバイトといった家計補助型の非正規雇用が主であった。基幹労働力としての正

規労働者の補助的労働力という位置付けであり、多くの家庭では男性正規労働者が世帯主で、女

性は結婚や出産で退職した後、子育てが終わってからパートタイムで就労する者が多く、年収が

103 万円、130 万円を超えると有利な扱いを受けられないため、賃金額もその範囲内に低く抑え

られた。 

パートタイマーの最低賃金はそうした事情を受けて、家計補助的な年収 100 万円を軸として定

められているため、パートタイム労働のみで生活を支えることを考慮しておらず、年間フルタイ

ムで働いても 150 万円程度にしかならない54。若年フリーターの中には低い収入のために親から

自立できない状態にある者もいるが、親への依存ができず一定の収入を得ている労働者は、生活

保護受給基準を満たすことができないためワーキングプアと呼ばれる状態に陥りやすい。2000

年代前半までは、このワーキングプアという問題はあまり話題に上がることはなかったが、労働

環境の急激な変化に伴い社会問題として注目されるようになっている。非正規雇用者の増大はワ

ーキングプアの増大という貧困問題に直結しており、これは将来の日本経済にも深く関わる問題

である。 

 

3.3 フリーターの増加による経済への影響 
 

2004 年に三菱UFJリサーチ＆コンサルティングが発表した「フリーター人口の長期予測とその

経済的影響の試算」という報告があるが、それによるとまず税収に関して、正社員ではない 417

万人のフリーター及び無業者がいることで、年間合わせて所得税 5155 億円、消費税 4082 億円、

住民税 3072 億円の税収が失われるという試算が出ている。これらの損失を合計すると実に１兆

円以上の税収が失われることになる55。 

そして、社会保障負担であるが、これは税収以上の損失を受けていると考えられている。税収

は非課税とならない限り徴収漏れがほとんどないものの、社会保険料については未加入が多いの

が現実であり、フリーターも加入しなければならない国民年金については、20 代の約 5 割が保

険料を納めていない56。これは少子高齢化の進行に加えて、一連の雇用悪化による年金不信が同

時に絡んでおり、納める保険料の少ないフリーターの増加により、社会保険財政が更に悪化して

いけば、保険料率の一段の引き上げを余儀なくされ、保険料の取り漏れのない正社員にしわ寄せ

が向かうことになる。この年金未納のフリーター問題が長期化すれば、将来的には年金の受給資

格のない無年金者が大量発生する事態になり、その多くが生活保護へ流れることが予想される。 
                                                           
54 脇田（2007）p.21． 
55 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（2004）． 
56 社会保険庁（2008）． 
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正社員とフリーター等の非正規雇用者との間では前述したように大きな賃金格差がある。正社

員 1 人当たりの年間消費支出は 258.6 万円であるのに対し、フリーター１人当たりの年間消費支

出は 90.8 万円であり、総計するとフリーターが正規雇用されないことによる消費機会の損失は

年間 8.2 兆円にまで達し、名目GDPの 1.6％に相当する額となった57。非正規雇用者の増加に呼応

するように、可処分所得に対する貯蓄の割合である家計貯蓄率も下落を始めており、国民経済計

算の調査によると 2000 年の貯蓄率 7.6％から 2004 年には 2.7％まで低下し、1949 年以来最低の

水準となった58。この調査結果は高齢化の影響も大きいが、非正規雇用者をはじめ正社員の中で

も給与所得が低迷し、貯蓄を切り崩して生活している世帯が増加している影響もあると考えられ

る。 

フリーターの増大による貧困層の増大は内需の縮小に大きく影響しており、日本企業の外需へ

の依存は高まる一方、国内の雇用が減少するという内需縮小のスパイラルに陥っている状態であ

る。 

 

3.4 労働分配率に見る格差 
 

労働分配率は、計算式（人件費÷付加価値×100）で求められ、会社が新たに生み出した価値

のうち、どれだけが人件費に分配されたのかを示す指標であるが、2000 年以降は企業の業績回

復に逆行して低下基調が続いている。GDPが増大する景気上昇期に労働分配率が低下していると

いうことは、労使間の所得分配が資本優位、労働劣位にあり、階級的格差が拡大していることを

意味する。特に顕著なのが大企業における労働分配率の低下であり、中でも非製造業の労働分配

率は 2006 年では 40％を切っており、労働分配率の対極に位置する資本分配率が極めて高い水準

に達している59。 

民間企業労働者の賃金の統計にもこの傾向が表れている。戦後日本の労働者の賃金水準が最高

だったのは、1997 年の 467.3 万円であり、以降落ち込み続けて 2005 年には 436.8 万円にまで下

がっている。それに対して企業側、特に大企業は連続して史上最高益を更新し、05 年には過去

最高の企業収益を記録した60。これに対して、中小企業の労働分配率はやや上昇傾向にあり、2002

年から 6 年近く続いた「いざなぎ超え」も主に大企業が実感できるものでしかなかったことが分

かる。製造業を中心とする大企業の利益は増えているが、非製造業や中小企業の利益は増えてい

ないというのが現状であり、大企業と中小企業の間でも階層間格差が拡大しているのである。 

 

3.5 社会の階層化 
 

上述したような「国民生活基盤の弱体化」と「経済成長の鈍化」の悪循環が続いた結果、日本

                                                           
57 丸山（2004）pp.132-133． 
58 内閣府（2006）． 
59 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（2009）． 
60 二宮（2007）p.63． 
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社会の階層化、つまり貧困層の構造化・固定化問題が表面化してきた。マイナス成長の定着は経

済の規模が縮小していくことに繋がるが、市場経済における企業は収益拡大が生き残りの条件で

あるため、収益を増やしていく勝ち組企業と収益を減らしていく負け組企業との二極化が生じる

ことになる。勤める企業の業績により労働者の所得も二極化せざるを得ず、企業の倒産が起こり

やすくなることで失業リスクに晒されやすくなる。 

加えて、低成長下では新規学卒者の採用を抑制せざるを得ない。事業環境の複雑化を背景に、

企業が採用者に求める能力は以前と比べて高いものになっており、正社員になれない若者は年々

多くなっている。人員の穴埋めに起用されたのが非正規雇用者であり、その位置付けは一時的・

臨時的な労働力という本来の姿ではなく、恒常的な働き方として定着することになった。1990

年代後半から 2000 年代前半にかけての新規学卒者採用の最悪期は脱したものの、若年層の正社

員と非正規雇用者への二極化は既に構造化したと捉えていいであろう61。 

正社員と非正規雇用者への二極化が進行すると、職業能力や所得の面で、正社員になれる層と

フリーターにしかなれない層への分化が進み、社会の階層化が生じるリスクが高い。現に正社員

になれず十分な能力形成ができなかった世代で、フリーターの中年化が進行しており、新たな所

得階層の固定化の温床となることが懸念されている62。貧困の再生産を繰り返すことこそが社会

の階層化を生む主たる要因なのである。 

 

4．雇用格差の解決に向けて 
 

4.1 新しい雇用環境の構築 
 

これまで述べたように戦後の日本にとって企業は、人々の暮らしのみならず社会の安定のため

に非常に重要な存在となっていた。国民全体の生活安定化機能を備え、国家も本来担うべき社会

保障の役割に関して、企業に強く依存していたのである。しかし、バブル崩壊以降の急激な環境

の変化の中で、企業依存型の生活安定化システムは機能不全に陥り、企業は従業員の生活全てを

保障する体制を維持することができなくなった。 

新しい環境の下での国民生活安定化に向けて、政府・企業・個人が分担して役割を果たす体制

への転換が求められている。企業は雇用保障に対する責任や年功賃金の保障といった面では義務

は軽減される一方、多様な属性・就業形態の人材に対し公平・公正に雇用機会を提供し、能力の

開発と活用に最大限努力を払う責任を負うことが求められる。そして政府は、「小さな政府」の

路線を変更し国民生活安定化の実現のために法律の再整備や、できる限りの経済政策を行う必要

がある。 

政府がまず取り組むべき課題は、様々な就労形態にある多様な人材の能力が活かせるであろう、

多元的な雇用を前提とした労働法の整備である。就労形態やその前提となる組織形態の選択肢は

                                                           
61 山田（2007）pp.171-172． 
62 山田（2007）p.172． 
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多様になったが、労働法体系は正社員の保護を主たる目的とし、非正規雇用者に対しては元々の

保護が不十分であるにも関わらず、雇用の流動化という名目で規制緩和が進められた。雇用の安

定を基盤に仕事の働きがいを通じて経済活動を活性化させると共に、その成果を適切に分配し、

誰もが安心できる労働生活を実現できる雇用システムを構築していくことが求められる。 

基本理念としては、第 1 に雇用保障を補う意味での雇用機会の提供・能力開発の支援、第 2

に仕事と個人の家庭生活の両立支援、第 3 に直接的な労働時間管理に加え、安全配慮や健康管理

義務の強化に重点を置くといったものになる63。つまり、正社員についても企業の雇用責任や年

功賃金の保障義務を軽減する代わりに、労働時間規制を緩和するのである。その上で、年齢や性

別に関わらず働く意欲と能力があれば、差別されることなく雇用機会が均等に与えられる環境を

整えることが不可欠であり、同時に企業の能力開発責任や健康管理義務も強化されなければなら

ない。企業の責任や義務は、正社員と非正規雇用者の間で区別することなく果たさなければなら

ず、如何なる就労形態であろうと能力開発の機会が保障されると共に、努力次第で処遇の改善が

期待できるものでなければならない。 

こうした方向性で改革が進めば各種雇用コストにおいての格差は是正され、正社員か非正規雇

用者かを選択することができ、両者間の移動も行いやすくなるであろう。若年フリーターや派遣

労働者にとっては、生活を安定させるための希望となり、仕事に対するやる気を喚起する要因に

もなり得る。必ずしも非正規雇用者が正社員への転化を望んでいる訳ではないが、制度が根付け

ば夢も希望もないというような非正規雇用者は少なくなることには違いない。 

 

4.2 同一価値労働同一賃金 
 

 上述した多元的な雇用システムを実現する上で、「同一価値労働同一賃金」という概念は非常

に重要なものとなる。これは就業形態が異なることによる差別を排除することを目的とした概念

であり、正社員・非正規雇用者問わず労働内容や能力が同じであれば、同一の賃金水準が適用さ

れる64。非正規雇用者が増える中、賃金格差を解消する有効な制度として注目されている。 

97 年のEUパートタイム労働指令は、「雇用条件に関して、パートタイム労働者は、パートタ

イムで労働するという理由だけでは、客観的な根拠によって正当化されない限り、比較可能なフ

ルタイム労働者（同一事業所内の労働者であり、同一類似の雇用契約又は雇用関係を有する者、

同一又は類似の職務に従事する者）よりも不利な扱いを受けないものとする」というもので、

EUに加盟している欧州各国はこの指令を受け、法律内で「同一価値労働同一賃金」の原則を明

記している。有給休暇についても、フルタイム労働者と平等な扱いを受ける権利を保障しており、

フランスやドイツにおいては、社会保険への加入義務も課されている。フランスやオランダ、ス

ウェーデンでは、労働者の希望によって正社員か非正規雇用者かを自由に選択でき、就業形態の

                                                           
63 山田（2007）p.240． 
64 成瀬（2006）pp.100-101． 
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転換が盛んに行なわれている65。 

そもそもEU諸国でこのような制度が実現できたのは、元来ヨーロッパでは労働市場の変動に

対する基本的な考え方が、平等や労働者の生活の安定に置かれており、有期雇用に関しては特定

の臨時の必要による雇用で、恒常的な職務には適用されないという規則が社会に備わっていたこ

とによる66。そしてEU諸国の多くは職務に賃金がリンクし、同じ仕事であれば雇用形態や働き

ぶりによって賃金格差の生まれる余地が少ないという点で、同一価値労働同一賃金の前提条件が

満たされていたといえる67。 

しかし日本の社会を見た場合に、ヨーロッパのような職務による評価を軸にした「同一価値労

働同一賃金」の概念をそのまま適用することはできないと考えられる。日本も従来の労働者の生

活を保障するための処遇から、職務や能力等の働きに応じた処遇を重視する方向へ企業の評価点

は変化してきてはいるが、それは主に正社員に関してのみ当てはまるものであり、賃金が低い場

合に国民の生活を守る地盤が弱いことに問題がある。正社員における労働に関する厳しい拘束性

も問題であり、今後働く側のニーズの多様化の下、正社員について拘束性の少ない働き方を広げ

ていくことも日本型の「同一価値労働同一賃金」を目指す上で重要になるであろう。 

 

4.3 ワーク・ライフ・バランス 
 

多元的な雇用を前提とした社会において、仕事と生活の調和、「ワーク・ライフ・バランス」

の支援は有効な政策であると考えられる。「ワーク・ライフ・バランス」の実現のためには、こ

れまで女性が家庭内で行うと考えられてきた育児と介護を社会化するという共通認識が形成さ

れる必要がある。国や地方自治体に対しては、保育サービスの充実等の多様な働き方に対応した

子育て支援や、地域で育児・介護等を行う家族を支える社会的基盤の形成、企業や労働者に対し

ては、育児・介護休業や短時間勤務、在宅就業等、個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方を

支える制度整備や、それを利用しやすい職場風土の形成が求められる68。 

「ワーク・ライフ・バランス」社会は憲章において、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を

感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、

中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」と定義されてい

る69。ここで定義されている社会が実現することで、まず第 1 に男女が均等の条件で働き、女性

労働力が十分に活用できる環境が構築される。女性が働くことで租税負担者も増えるため、税率

の抑制や行政サービスの改善も期待できる70。第 2 に健康で豊かな生活のための時間が確保され

る。家族や友人と過ごす時間や自己啓発や地域活動への参加のための時間が持てるようになり、

個人生活の質の向上によって労働生産の効率化を促し、企業パフォーマンスの向上にも繋げられ

                                                           
65 日本共産党（2006）． 
66 田端（2007）pp.57-58． 
67 厚生労働省（2002）． 
68 内閣府（2009）． 
69 内閣府（2009）． 
70 山田（2007）p.257． 
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る。仕事と個人生活の安定化を図り健康を保つことは、結果として企業の業績回復にも寄与する

であろう。そして第 3 に、正社員と非正規雇用者間の賃金の二重構造を打破し、非正規雇用者で

あっても生活を維持できる賃金が確保される賃金体系が実現される71。従来の社会であれば、正

社員の賃金は配偶者や扶養家族の生活費を含めた生活維持賃金が前提となっていたため、高額な

賃金原資を工面するに当たり、非正規雇用者の賃金を低く抑えざるを得ない事情があった。 

「ワーク・ライフ・バランス」社会の下では、誰もが自らの意欲と能力を持って様々な働き方

や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子育てや親の介護が必要な時期等で個人の置かれ

た状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、公正な処遇が確保されるのである72。 

 

4.4 勤労促進型の社会保障制度の構築 
 

生活保護制度 

現行の生活保護制度は正に最後のセーフティネットであり、本当に生活が成り立たない場合に

初めて利用可能という条件の制度になっている。生活保護法の第 4 条で、「保護は、生活に困窮

する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のため

に活用することを要件として行われる」という保護の補足性が明文化されており、受給者となる

には貯蓄の切り崩しを行うことが条件となる73。そのため一度生活保護の受給者となると、経済

的にも社会的にもそこから抜け出すことが非常に難しいといわれている。戦後の日本であれば、

生活構造においての家族の役割は非常に大きく、家族による保障によって社会的保障を代行する

ことができていた74。しかしそうした家族機能の弱体化が、国民の人生における様々なリスクに

対しての抵抗力を弱くしており、苦しい時に一時的に活用でき、再び通常レベルの生活へと早期

の復帰ができるような生活保護制度の設計が求められている。 

そのために、生活保護基準について低所得世帯の消費実態等を踏まえて見直しを行い、被保護

者の経済的自立を促す施策を充実させることが必要になる。特に勤労可能な世帯に対しては収入

の一部を手元に残す勤労控除等のあり方を見直し、被保護者に働く意識を促す仕組みにしていく

必要がある。それに加えて、職業能力の形成に対する支援や、地域における若者支援の拡充とい

った雇用・労働政策、地域の雇用創出を目指した地域活性化政策等を総合的に活用し、構造的な

生活困窮者を減少させることができれば、格差の固定化の防止にも寄与していくと考えられる75。 

 

公的年金制度 

社会保障制度についても、正社員と非正規雇用者間の不公平をなくし、就業促進的な制度を再

設計する必要がある。特に厚生年金制度は、企業の雇用インセンティブに対して大きく影響を与

                                                           
71 山田（2007）p.258． 
72 内閣府（2009）． 
73 成瀬（2006）pp.145-146． 
74 岡本（2010）p.218． 
75 日本経済団体連合会（2007）． 

 42



雇用形態による格差問題と新しい雇用システムの展望 

えており、年金負担の有無から正社員から非正規雇用者への移行を加速させている。実際に使用

者側には現行の雇用保険や失業保険において雇用主負担を避ける意図があることは第3.1節にて

述べた通りである。 

将来目指すべき制度改革の方向としては、厚生年金制度の段階的縮小による一元化された税方

式の公的年金制度の創設である76。そのためには社会保障や税において、公的分野で横断的に用

いられる共通の認証システムであり、給付と負担の情報の一元的な管理ができる社会保障番号の

導入等によって、制度の透明性を引き上げると共に、給付の重複を排除し、事務の効率化を図る

必要がある。改革後のあるべき姿に向かって均等化を進めれば、非正規雇用者は一元化された税

方式の公的年金で等しく最低保障が為される。正社員の公的年金給付水準は低下することがあり

得るため、多元的雇用が実現される先述した「ワーク・ライフ・バランス」社会の構築がより一

層不可欠になる。公的年金制度についてはマクロ経済スライドが導入されているため、基本的に

は給付と経済規模とのバランスが図られているが、一定以上の所得・資産を有する者に対する基

礎年金の逓減や公費部分の支給停止、報酬比例部分の支給乗率の逓減等、一層の合理化・適正化

を推進していくべきであろう77。 

 

社会保障政策 

社会保障制度を通じた再分配政策は所得格差を是正する機能を有するが、年金制度を始め所得

層による負担の差異がないため、経済的格差の解消に関してはマイナスの影響を与えかねないこ

とにも留意しなければならない。加えて社会保障政策が過大に行われることにより国民負担率が

上昇すれば、国民の生活水準を低下させ、経済成長が阻害される結果に繋がる可能性もある。公

的年金・医療等の制度は、国民生活のセーフティネットである社会保障給付を経済の身の丈にあ

ったものにすることで、更なる国民負担率の上昇を回避していくことが重要である78。 

 

4.5 労働者に求められる取り組み 
 

労働者側の意識改革 

労働者の意識の改革も重要である。日本では各企業の社員だけで仕切られた企業内福祉が発達

してきたが、労働組合に関しても内部の人間である正社員の雇用保護のみを考慮した企業別組合

が、日本的経営の特徴として根付いてきた。非正規雇用者が不利益を被っている事態も、海外で

あれば労働組合が抗議すべき問題なのだが、日本の企業別組合の場合は自分たちが不利益を被る

恐れもあり、問題への関与を避けてきた。むしろ非正規雇用者の存在が正社員の地位を保障する

状態になってしまっている。 

正社員の中にはこうした状況に対して、企業経営が競争環境にあるため格差は仕方がないと捉

えている人も多い。労働組合においても労働者が権利を行使することは非現実的とされ、権利を

                                                           
76 山田（2007）p.253． 
77 日本経済団体連合会（2007）． 
78 日本経済団体連合会（2007）． 
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主張する者は職場に迷惑をかける非常識な人間と考えられ、非難される傾向さえある。雇用の格

差による社会の階層化を生んでいるのは、日本の労働社会に根付いた国民意識も底流にある。使

用者が労働者に対して絶対的な権力を有している関係が当然のことのように考えられているが、

それに対して雇用慣行が大きく変容したこの境目の時期にこそ疑問を持たなければならないで

あろう。 

 

新時代の労働組合 

非正規雇用の増加は日本だけの現象ではなく先進各国に共通して見られるが、非正規雇用者の

組織率が非常に低いためその賃金や労働条件に協約の効力が及ばず、大きな賃金格差が生じてい

る点は、日本特有の問題であるといえる79。非正規雇用に関して労働組合がどのように取り組ん

でいくのかという問題は、日本の労働組合の組織形態や行動様式の問題にまで繋がっており、多

元的な雇用システムを実現する上でも非常に重要である。 

雇用の不安定性、賃金や処遇の劣位性等の非正規雇用の格差問題は、日本の既存の企業別組合

では解決することができない。こうした労働紛争の解決に大きな役割を果たすことになるのが、

コミュニティ・ユニオンやパート・ユニオン等の新しいタイプの労働組合であり、これらは既存

の企業別組合と異なり企業外である地域に本拠を置き、個人が自発的に加入するという組織であ

る80。派遣労働者やパートタイマーのみならず女性や外国人語学教師等の労働組合も生まれてお

り、非正規雇用者に限らず従来の労働組合が応えられなかった社会の需要に対して大きな役割を

果たすことが期待される。 

 

おわりに 
 

高度経済成長期における日本は、長期雇用慣行・企業依存型福祉システム・夫婦分業型家族シ

ステムによって、恒常的な雇用を実現し国民の安定した生活を保障していた。しかしバブル経済

の崩壊に伴い、上記の日本型雇用システムの維持は難しいものとなり、雇用の流動化を名目に労

働者派遣法の規制緩和等を始めとした構造改革が敢行された。その結果、非正規雇用は大きく広

がり企業にとって必要不可欠な労働力となった一方、正社員と非正規雇用者の二極化を生み、急

増したワーキングプアの存在は雇用格差という社会問題して認識されるようになった。 

経済成長の鈍化や非正規雇用の恒常化といった方向に経済・社会環境が変化した以上、新しい

社会に応じた新しい雇用システムを構築しなければならない。この提言に対する解答が、ライフ

スタイルに応じて柔軟に働き方を変えられる多元的な雇用システムである。多元的な雇用が広く

認知された社会においては、正社員と非正規雇用者間での差別はなく、誰もが働きに応じた公正

な処遇を受けることができる。このような雇用システムを実現する上で、労働法制の整備や社会

保障制度の改革にも並行して取り組む必要があり、政府・企業・個人が分担して果たすべき役割

                                                           
79 田端（2007）pp.255-256． 
80 田端（2007）pp.256-257． 
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を遂行することが求められる。多元的な雇用システムによる「階層化されない社会」の構築は日

本社会に活力を与え、持続的な経済と社会の発展を促すことが大いに期待できるのである。 
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論文 

非正規労働者の増加に伴う課題と政策 
藤井 将王 

 

はじめに 
 

 1990 年代後半、日本では少子高齢化や国際化を背景に就業形態の多様化が進み、日本的雇用

慣行の特徴であった「終身雇用」・「年功賃金」・「企業別労働組合」の在り方が見直されつつある。

バブル経済の崩壊後、中途採用者やパートタイム労働者の増加により「終身雇用制」が、能力主

義や成果主義の観点から「年功賃金」が、監査制度の改善や労使の馴合経営の反省から、企業単

位で組織された労働組合である「企業別労働組合」が見直される傾向がみられる1。 

そして、この雇用・就業形態の多様化により非正規労働者の増大は著しいものとなっており、

格差問題やワーキングプアといった議論でしばしば問題にされている。本論では、バブル崩壊後

における日本の非正規労働者の増加の推移と背景を考察していき、日本の非正規雇用労働という

働き方が、いかに不安定であり、社会的にも生きづらい状況であるかを明らかにしていく。 

さらに、この非正規労働者に関しての問題は、他の先進諸国でも問題となっており、各国で特

色ある様々な政策が打ち出されている。特に、積極的に雇用と社会保障を結びつけようとしてい

る、欧州諸国の取組みは、これからの日本の雇用・福祉政策を考えていく上で非常に参考になる。 

欧州諸国の政策を紹介した上で、日本における雇用保険や職業訓練のあり方、さらには、正規

労働者の規制に関しても言及していき、非正規労働者が安心して働ける環境を考えていく。そし

て、誰もが安心して働くことができ、自分の将来に希望が持てる、日本の雇用システのあり方を

提示していきたい。 

 

1. 日本の非正規労働者を取り巻く問題 
 

1.1 非正規労働者の種類と特徴 
 

非正規雇用とは企業が短期契約で従業員を雇用する形態のことでパートタイム労働者やアル

バイト、契約社員や派遣社員などを指すものであり年々その数は増加していっている。以下、非

正規労働問題を考える上で取り上げられることの多い、パートタイム労働者、契約社員、派遣社

員について詳しく言及していく。 

 

パートタイム労働者 

 「パートタイム労働者」という用語は多義的なものである。本来の文字どおりの意味では、パ

ートタイム労働者とは、一般の正社員（フルタイマー）よりも所定労働時間が短い者を指す。し

                                                           
1 牧浦（2007）p.71. 
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かし、広い意味でのパートタイム労働者の中には、所定労働時間については差がない場合であっ

ても、「パートタイマー」という名称のもとで正規従業員とは異なる待遇を受けている者も含ま

れることがある。 

このパートタイム労働者はサービス業などを中心に増加してきている（2006 年では全雇用者

の 22.1%）。サービス業などでは、パートタイム労働者を基幹的な労働力として位置付けること

も多く、昇格昇給制度や正社員への転換制度を取り入れるなど、処遇も多様化しつつある。他方

で、労働時間や勤務状況が正規従業員と変わらないパートタイム労働者については賃金面などに

おける格差の存在が問題となっている。なお、パートタイム労働者の労働契約は期間の定めのあ

るものが多いが、期間の定めのない場合もある。 

パートタイム労働者も、「労働者」である以上は、労働基準法をはじめとする各種労働法規の

適用を受けるのが原則である。加えて、1993 年に制定されたパートタイム労働法では、同一の

事業所に雇用されている通常の労働者に比べて 1 週間の所定労働時間が短い労働者を対象とし

て、適正な労働条件の確保をはじめとする雇用管理の改善、および就業能力の開発など行うこと

で、その能力の発揮と福祉の増進が図られている。 

 

契約社員 

「契約社員」もまた、明確な定義が難しい働き方である。正社員にあっては、一般的に就業規

則などによって、雇用契約が締結されている。これに対して、契約社員と呼ばれるためには、会

社と働く人との間に個別に雇用契約が締結されていることが原則的な要素になるであろう。この

ため、契約において、雇用期間が定められ、仕事の内容が明確に特定されていることが特徴的で

ある。所定労働時間が正社員より短い場合は原則的に前項の「パートタイマー」に該当すること

となるが、その程度がそれほど大きなものではなく、かつ、契約の個別性が強いときは「契約社

員」とされることも少なくないと考えられる。 

「契約社員」という言葉が企業で用いられるときは、従事する仕事は明記されているが、必ず

しも専門的な職種に限定されてはおらず、単純定型業務に就く場合も「契約社員」と呼称される

ことがあるようである。ただし、単純締結業務に従事する場合には、いわゆる「アルバイト」と

いう呼称が使われることも少なくないのではないかと考えられる。 

以上をまとめれば、「契約社員」とは、①個別契約の要素が強く、②直接雇用であって、③雇

用期間が定められているのが一般的であり、④仕事の内容が明確に決められており、専門的な職

種に従事する場合が多い、といった定義ができよう2。 

 

派遣労働者 

労働者派遣とは、労働者派遣法第 2 条 1 号では、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下

に、かつ、他人の指揮命令を受けてその労働に従事させることをいう（ただし、その他人に対し

労働者を雇用させることを約して労働させるものを含まない）と定義している。 

                                                           
2 浅尾（2007）,pp.59-60. 
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 こうした労働者派遣は、かつては職業安定法第 44 条の労働者供給（供給契約に基づき、労働

者を他人の指揮命令下のもとで労働させること）にあたるものとされ、事業として行うことは原

則として禁止されていた。しかし、外部労働力へのニーズが高まる中で、1985 年に労働者派遣

は一定要件のもとで許容されることになり、労働者供給の定義から除かれるに至った。すなわち、

かつての労働者供給のうち、供給元企業と労働者に雇用関係（労働者契約関係）があり、供給先

企業と労働者間に指揮命令関係のみがある場合は、職業安定法ではなく労働者派遣法の規制のも

とに置かれることとなった。 

労働者派遣法は制定当初、労働力の需給の適正な調整を図る観点から、専門性のある業務や特

殊な雇用管理を要する業務に限って労働者派遣事業を認めることとした。しかしその後、対象業

務の拡大が求められ 1999 年の法改正により、特定の業務を除き、原則として労働者派遣を認め

る方向へと政策転換がなされた。すなわち、現行派遣法は、何人も、港湾運送業務、建設業務、

警備業務、その他政令で定める業務（施行令第 2 条は医療業務をあげる）について、労働者派遣

事業を行ってはならないと定めている（製造業は当分の間禁止業務とされてきたが、2003 年以

降派遣が解禁された）。ただし、従来認められてきた専門的業務以外の業務については、労働者

派遣は一時的・臨時的な労働力の調達手段と位置づけられ期間制限が行われることとなった。上

記の禁止業務につき派遣事業を行った者には刑罰が科せられ、派遣労働者を受け入れた者に対し

ては、厚生労働大臣は、助言・指導や是正勧告等の後に企業名の公表をなしうる。 

 

1.2 非正規労働者の増加の背景 
 

非正社員は、1994年には981.4万人であったが2003年には1636.8万人と着実に増加しており、

比率でいっても 22.8％から 34.6％に増大している3。そして、労働力調査によれば男女ともにす

べての年齢階級において 1995 年以降に非正規雇用者の割合が高まっている。 

 この背景として橘木は次の 4 つを指摘している4。第一に、不景気による影響である。不景気

になると企業はなるべく労働コストを抑えたいと考えるため、賃金の低い非正規雇用者を多く利

用することは、企業側から見れば労働コストの削減につながるのである。第二に、非正規雇用者

の多くは、健康保険や厚生年金保険といった特定の社会保険制度に入っていないことである。こ

のような社会保険の保険料負担は事業主と労働者の折半となっているため、加入の条件を満たし

ていない雇用者を雇う会社は社会保険料の事業主負担を支払う義務がない。そのため社会保険の

事業主負担のない非正規雇用者は企業にとって魅力なのである。第三に、解雇が簡単にできると

いう非正規雇用の特徴もあげられる。企業が不振に陥った際、まず最初に、クビを切りやすい非

正規雇用者を解雇する。そのことによって労働コストの抑制をはかるのである。第四に、特にサ

ービス業に顕著に見られるが、どの企業でも時間によって忙しい時期とそうでない時期がある。

そのため昼食時や夕食時だけ働いてくれるようなパートタイマーは企業にとって好都合なので

                                                           
3 小倉（2007）p.70. 
4 橘木（2006）p.38. 
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ある。これに加え、世帯主男性の雇用不安や家計を助ける目的で働き始めた主婦や、働きたくな

い若者の増加など、労働を供給する側が働き方や労働時間の柔軟性を求めて積極的にパートやあ

るいは派遣としての就業を望んだ結果として非正規雇用が増加した側面もあるだろう。これに関

していえば、厚生労働省の「就業形態の多様化に関する総合実態調査」は、非正規労働者に「今

後の希望する働き方」を聞いている。これによると、非正規全体では約 68％の人が今の雇用形

態で働きたいと考えており、正規として働きたいと考えている人は約 28％となっている。これ

より、決して非正規という働き方自体を否定的に捉えることはできないと考えられる。それでも、

約三割の人は正規として働きたいと考えているのだから、この人たちの希望を阻む壁があるなら

ば、それを改善していく必要がある。 

 以上のように非正規雇用者は着実に増えており、今後もこの増加は続いていくと考えられる。

そしてこのような非正規雇用者の増加は様々な問題を引き起こしていく。 

 

1.3 非正規労働という不安定な働き方 
 

非正規労働者における問題とは、第一に、正社員との賃金格差である。雇用形態別の賃金をみ

ると、正社員・正職員 318.2 千円（平均 40.7 歳、勤続 12.7 年）、正社員・正職員以外 192.9 千円

（平均 43.5 歳、勤続 5.9 年）となっている。男女別にみると、男性では、正社員・正職員は 347.5

千円、正社員・正職員以外は 224.3 千円、女性では正社員・正職員は 243.3 千円、正社員・正職

員以外は 168.8 千円となっている。年齢階級別にみると、正社員・正職員以外は男女いずれも年

齢階級が高くなっても賃金の上昇があまり見られない。正社員・正職員の賃金を 100 とした雇用

形態間格差をみると、企業規模別では、大企業が 54、産業別では、卸売・小売業、不動産業、

複合サービス事業が 56 と賃金格差が大きくなっている。2003 年以降縮小傾向にあるが未だその

差は小さいとは言えないであろう。さらに、特筆すれば、50～54 歳の年齢層だけを取り出し、

正規労働者と非正規労働者の賃金格差を比較すれば、月例賃金で約 2 倍、年収では約 6 倍の格差

がある5。このように賃金格差は非常に大きなものであり、非正規雇用者の多くはワーキングプ

アになる可能性があり十分な生活をおくることができないかもしれない。そして、正規雇用への

転換という点でもまだ十分な対応はなされていないため、非正規雇用に留まり固定化されること

が考えられる。よって一度低賃金で働くとそのまま低賃金で働き続けるという可能性がある。 

社会におけるワーキングプアの増加は、ワーキングプアに陥ってしまった人たちだけのミクロ

の問題にとどまらない。なぜかというと、ワーキングプアの人たちは、十分な消費活動を行うこ

とができないから、国内の個人消費が不振になる。そうすれば当然、商品やサービスが売れなく

なるので、企業の生産活動も滞る。需要減から生産減そして、さらなる需要減へというスパイラ

ルが発生して日本全体が縮小均衡に向かう恐れがあるのである。このため、社会保障の充実を行

うことは内需の拡大へとつながっていくのである。これに加え、収入が少ない上に生活も不安定

なワーキングプアの人たちは結婚して家庭を築くことも難しい。こうした人たちが増えていけば、

                                                           
5 小林（2009）,p.97. 
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少子化のも問題が一段と深刻化するというリスクもある。 

第二に、社会保険の問題である。非正規雇用者は上述したように日々の生活を送るだけでも困

難なため、社会保険料を支払うことも困難になっている。雇用保険の適用条件に満たせない短期

で働く非正規雇用者も多く、セーフティネットとしての役割を十分に果たしていない。今後セー

フティネットの再構築といった点で労働法制と社会保障制度ともに見直すべきである。 

第三に、非正規雇用者増加に伴う正規雇用者の労働時間の増加である。1990 年代後半になっ

て 30 代を中心に正規雇用者の労働時間が長くなっている。その背景には 1992 年から 2002 年に

かけて正規雇用者が 8 割から 7 割に減少し、非正規雇用者が 2 割から 3 割に増加している。つま

り仕事量は変わらないのに（あるいは増えているのに）それをこなす社員の数は減少している。

それが特に若い労働者のあいだで仕事量が増えた理由である6。 

そして、現行の管理監督者に加え、仕事の専門性と時間管理について自己裁量の高いホワイト

カラーを、労働時間等規制の適用除外とするホワイトカラー・エグゼンプションの法制化問題も

あったが、実際には小規模な店長など権限のない「名ばかり管理職」が労働時間規制を受けない

ものとして取り扱われている実態が明らかになり、企業の人件費節約の意図から、管理職など労

働時間規制の対象外の正規労働者が長時間労働を余儀なくされている姿も浮き彫りにされてい

る7。 

 このように非正規雇用者の増加は様々な問題を含んでいる。賃金の問題に対して「同一労働同

一賃金」といった均等処遇をすべきということで、2008 年 4 月に改正パートタイム労働法が施

行された。この法では、正社員と同視すべきパートタイム労働者については、賃金決定をはじめ

教育訓練の実施などを含めてすべての待遇に関してパートタイム労働者であることを理由に差

別的に取り扱うことを禁止している8。この法はパートタイム労働者の地位の低さを指摘したと

いう点では評価できるが、すぐに結果として現れるものではないと思われるし、均等処遇を行え

る決定的なものとは、今の段階では位置づけることはできない。というのも、この法改正の恩恵

を受けることができるパートタイム労働者は、正規労働者と同等の職務内容で働いていること、

それらの中核業務が実質的に同じであること、という条件を満たす者にしか適応されないのであ

る。つまり、パートタイム労働者と通常の労働者について、与えられた職務に不可欠な業務、業

務の成果が事業所の業績や評価に大きな影響を与える業務、労働者の職務全体に占める時間、頻

度において、割合が大きい業務である中核業務を取り出し、それらが実質的に同じかで判断しな

ければならないのである。さらに、責任の程度につていては与えられている権限の範囲、業務の

成果について求められている役割、トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度、ノ

ルマなどの成果への期待度などを総合的に比較し、著しく異ならないかを判断していく必要があ

る9。それぞれの今後、正規雇用と非正規雇用との間にある処遇の壁を壊していく試みが必要に

なっていくであろう。しかし、人口減少を背景に就業能力の強化が求められている中で、逆に就

                                                           
6 大沢（2008）,p.31. 
7 高梨（2008）,p.412. 
8 鶴（2008）p.24. 
9 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1i.pdf 
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業能力の低下・劣化の動きも見られる。この背景にあるのが、企業の従業員規模にかかわらず、

教育、訓練等に充てる費用や時間が捻出できていないという現状がある10。就業能力を高めるこ

とは、非正規から正規への転換の壁を低くすると考えられる。そのため非正規雇用者や若年無業

者等へキャリア形成支援や教育訓練について社会全体で取り組んでいくことが望まれる。 

 

1.4 日本の公的職業訓練と就業支援サービス 
 

 非正規労働者にむけて、日本でも公的職業訓練や就業サービスについて、様々な制度が用意さ

れている。それには、教育訓練給付制度、ジョブカフェ、ジョブカード、就業促進給付、トライ

アル雇用助成金、若年者雇用促進特別奨励金、特定求職者開発助成金などがある。以下、制度に

ついて詳しく見ていく。 

  

教育訓練給付制度 

教育訓練給付制度は、主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図

ることを目的とする雇用保険の給付制度であり、雇用保険の被保険者または、被保険者であった

人（離職者）に対して、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に、相当額を支給する

制度である。かつてこの制度は、事業所で行う教育訓練に対して事業主に支給されていたもので

あったが、ハローワークを通じ、個人に支給されるような現行の制度になって、幅広い人の多彩

な職業能力アップに対応する、日本の職業訓練における公的支援の代表的な制度になっている。

しかし、この制度は、適応者を雇用保険の支給要件期間が 3 年以上の者とするなど、対象者が限

定されている点にまだ問題が残っているといえるであろう。 

 

ジョブカフェ 

ジョブカフェは、企業内で職業能力を形成する機会のない人を対象にした、安定した雇用への

移行を目指すため、職業訓練施設や企業現場において所定の職業訓練を得る機会を提供するため

のものである。ジョブカフェとは、2003年に政府が策定した「若者自律・挑戦プラン」の中核的

施策と位置づけられたもので、地域の実情にあった若者の能力向上と就職促進を図るため、若年

者が雇用関連サービスを一ヵ所でまとめて受けられるようにした職業訓練・就職支援策である。

2005年の安倍内閣の「フリーター二十万人常用雇用プラン」に基づいて、地方自治体や産業界、

各種学校と連携して、生活設計からカウンセリング、職業訓練、就職支援までの全てが一か所で

受けられる。都道府県が主体となり、若者に対する幅広い就職支援メニューをワンストップで提

供するジョブカフェは、全国46都道府県87か所（2009年４月１日現在）設置されている。厚生労

働省としては、都道府県からの要望に応じてハローワークを併設して職業紹介を実施するほか、

企業説明会や各種講習会等の実施を民間団体等に委託する若年者地域連携事業を通じ、地域の実

                                                           
10 中小企業白書（2009）,p.230. 
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情に応じた就職支援の取組みについて経済産業省とも連携しながら支援している11。 

 

ジョブ・カード制度 

これに加え、2008年にできたジョブ・カード制度は、ジョブ・カードにより、過去のキャリア

や職業訓練の履歴を記録し、一定の職業能力があることを証明するものである。このジョブ・カ

ード制の内容としては①ジョブ・カードを活用した、きめ細かなキャリア・コンサルティングを

通じた意識啓発やキャリア形成上の課題の明確化を行い、②企業実習と座学などを組み合わせた

実践的な職業訓練（職業能力形成プログラム）を提供するとともに、③職業訓練での企業からの

評価結果や職務経歴などをジョブ・カードとして取りまとめることにより、就職活動やキャリア

アップに活用するといったものである。 

そして、ジョブ・カード制度の実践的な職業訓練には、企業が訓練生を雇用して実施する雇用

型訓練と、民間教育訓練機関などに委託し、公共職業訓練として実施する委託型訓練がある。委

託型訓練では、雇用保険を受給できない者であっても、訓練期間中の生活保障を行う「訓練・生

活支援給付」制度によって、安心して訓練を受けることができる仕組みとなっている。本制度は、

主たる生計者であるなどの要件を満たす者に対して、単身者は月額10万円、扶養家族がある場合

は月額12万円を支給し、さらに、生活費が不足する者に対して、それぞれ上限5万円又は8万円の

貸付けを行うものである。ジョブ・カード制度により、フリーターなどの若者が、その能力を向

上させ、安定した雇用へと移行することが期待されている12。 

 

就職促進給付 

雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就

業手当」などがある。再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合

（雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など）

に 基本手当の支給残日数（就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数）が所定給

付日数 3の分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。 

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外

の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり

一定の要件に該当する場合に支給される。 

常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある者のうち、障害のある者など就職が困難な

者が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満又は45日

未満であり、一定の要件に該当する場合に支給される13。 

 

トライアル雇用助成金 

 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ

                                                           
11 厚生労働省（2009）,p.28. 
12 厚生労働省（2009）,p.21. 
13 厚生労働省http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html 
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とするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用（原則 3

か月）する場合に奨励金が支給される。条件に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当で

あると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間（原則 3

か月）雇用すると、対象労働者１人につき、月額 40,000 円が支払われる14。 

 

若年者雇用促進特別奨励金 

年長フリーター等（25歳～39歳）を対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用する事業主等

に対して、奨励金を支給（中小企業については1人100万円、大企業については50万円）すること

とし、今後3年間で集中的に年長フリーター等の雇用機会の確保を図るものである。加えて、内

定を取り消された就職未決定者を奨励金の対象に追加する（特例措置）15。 

 

特定求職者開発助成金 

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者（60歳以上65歳未満）、障害者等の就職が特に困

難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、または、65歳以

上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一

部の助成を行うものである16。 

 

今後、これらを定着させていくには、対象となる者の条件を緩和し、さらに多くの人に利用し

てもらう必要がある。さらに、このような公的教育訓練機関には、片やハローワークなどに代表

される公的機関、片やNPOなどと、両極端であり、フリーター、日雇い派遣などの非正規社員に

とっては利用しにくい環境となっている17。ハローワークなどの公的機関には堅苦しさを感じ、

他方のNPOなどのボランティア団体は存在そのものの認知度が低いため近寄りがたい、というの

が実情である。そのため、今後はフリーター、母子家庭の母親、若者など、誰にとっても公的な

教育訓練・就業支援を気軽に利用できる環境の整備が必要となってくるだろう。 

 

2. 欧州の雇用政策 
 

2.1 欧州の雇用政策 
 

以上のように日本の制度を見てきたが、雇用政策において積極的な活動をしている地域が欧州

である。以下、欧州の積極的な政策を参考に、日本の雇用システムについて考えていく。 

 現在のヨーロッパ連合（EU）の前身である欧州経済共同体（EEC））が結成された 1957 年当

                                                           
14 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html 
15 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_l.pdf 
16 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html 
17 小林（2009）,p.136. 
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